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新
年
を
迎
え
、
謹
ん
で
年
頭
の
ご
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

皆
様
方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
希
望
に
満
ち
た
新
年
を
迎
え
ら

れ
た
こ
と
と
心
か
ら
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

私
こ
と
、
昨
年
11
月
か
ら
当
協
議
会
の
会
長
を
務
め
る
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。
健
康
保
険
組
合
の
う
ち
で
も
と
り
わ
け
総
合
型
健

康
保
険
組
合
の
事
業
運
営
が
厳
し
い
環
境
に
あ
る
中
、
大
任
を
お

引
き
受
け
し
、
身
の
引
き
締
ま
る
思
い
で
す
。
高
井
昌
史
前
会
長

に
賜
り
ま
し
た
御
厚
情
を
、
何
卒
引
き
続
き
賜
り
ま
す
よ
う
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

昨
年
は
、
元
日
早
々
に
能
登
地
方
が
震
度
７
の
地
震
に
み
ま
わ

れ
、
９
月
に
は
豪
雨
災
害
が
重
な
る
な
ど
、
誠
に
痛
ま
し
い
状
況

に
お
か
れ
ま
し
た
。
早
期
の
復
旧
・
復
興
を
心
よ
り
お
祈
り
す
る

次
第
で
す
。

　

一
方
で
、
被
災
地
の
方
々
を
激
励
す
る
よ
う
に
、
大
谷
翔
平
さ

ん
の
50

－

50
や
ダ
ル
ビ
ッ
シ
ュ
有
さ
ん
の
日
米
通
算
２
０
０
勝
な

ど
Ｍ
Ｌ
Ｂ
で
の
日
本
人
選
手
の
活
躍
、
そ
し
て
パ
リ
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
の
こ
れ
ま
で
に
な
い
競
技
種
目
で
の
メ

ダ
ル
ラ
ッ
シ
ュ
な
ど
、
躍
動
の
年
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

経
済
状
況
で
は
、
相
変
わ
ら
ず
の
原
材
料
高
騰
に
よ
る
物
価
高

に
加
え
て
、「
令
和
の
米
騒
動
」
や
「
猛
暑
に
よ
る
不
作
」
な
ど
家

計
へ
の
影
響
も
深
刻
な
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
幸
い
、
２
年
続
き

の
大
幅
な
賃
金
引
上
げ
の
流
れ
も
あ
っ
て
、
６
月
に
は
実
質
賃
金

が
プ
ラ
ス
に
転
じ
る
場
面
も
見
ら
れ
ま
し
た
が
、
い
ま
だ
不
安
定

な
状
況
に
あ
る
よ
う
で
す
。

　

ま
た
、
世
相
で
は
、
昨
年
の
流
行
語
大
賞
の
候
補
に
も
な
っ
た

「
闇
バ
イ
ト
」
や
「
ホ
ワ
イ
ト
案
件
」
な
ど
と
い
う
物
騒
な
事
件
が

多
く
起
き
て
、
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
状
況
に
後
悔
す
る
若
者
の

姿
を
見
て
き
ま
し
た
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
の
巷
に
あ
ふ
れ
る
真
意
の
不
明

な
情
報
に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
な
仕
組
み
づ
く
り
や
、

教
育
の
必
要
性
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　

さ
て
、
我
が
国
の
社
会
保
障
の
一
端
を
担
う
健
康
保
険
組
合
に

と
っ
て
の
大
き
な
話
題
は
、
昨
年
12
月
に
、
１
０
０
年
に
わ
た
る

健
康
保
険
制
度
の
歴
史
の
中
で
、
長
く
親
し
ま
れ
て
き
た
「
健
康

保
険
証
」
の
発
行
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
で
し
た
。
そ
の
準
備
作
業

に
は
大
変
な
ご
苦
労
が
あ
っ
た
こ
と
と
お
察
し
し
ま
す
が
、
発
行

済
み
の
保
険
証
の
有
効
期
限
は
本
年
12
月
ま
で
と
な
っ
て
お
り
、

こ
の
１
年
は
そ
の
後
の
混
乱
を
招
か
な
い
体
制
づ
く
り
が
必
要
と

な
っ
て
き
ま
す
。

新
年
の
ご
挨
拶

全
国
総
合
健
康
保
険
組
合
協
議
会

会
長　

鈴 

木 

一 

行
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ま
た
、
６
月
に
は
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
」
が
成
立
し
ま
し
た
。
こ
の
中
で
は
、
今
後
３
年
間

の
集
中
的
な
取
組
み
と
し
て
「
加
速
化
プ
ラ
ン
」
を
推
進
し
、
そ

れ
ら
を
支
え
る
安
定
的
な
財
源
の
確
保
策
の
一
つ
と
し
て
、「
子

ど
も
・
子
育
て
支
援
金
」
の
仕
組
み
が
令
和
８
年
度
か
ら
導
入
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
支
援
金
は
、
全
世
代
で
公
平
に
負
担
す
る
こ
と
と
し
、
被

用
者
に
あ
っ
て
は
健
康
保
険
の
保
険
者
が
徴
収
し
て
特
別
会
計
に

納
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
詳
細
な
設
計
は
本
年
内
に

行
わ
れ
、
施
行
に
向
け
た
準
備
の
年
と
な
り
そ
う
で
す
。

　

さ
ら
に
は
、「
医
療
Ｄ
Ｘ
」
の
名
の
も
と
に
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格

確
認
等
シ
ス
テ
ム
を
中
心
と
し
て
、
電
子
カ
ル
テ
情
報
共
有
サ
ー

ビ
ス
等
、
多
分
野
に
わ
た
る
「
全
国
医
療
情
報
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

　

新
春
を
寿
ぎ
、
謹
ん
で
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

こ
の
た
び
、
令
和
６
年
11
月
を
も
ち
ま
し
て
、
８
年
余
に
わ
た

り
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
会
長
職
を
退
任
い
た
し
ま
し
た
。
こ

の
間
、
皆
様
方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
当
協
議
会
の
事
業
に
対
し

格
別
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜
り
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

こ
の
８
年
間
を
振
り
返
り
ま
す
と
、

医
療
費
の
増
大
や
高
齢
者
医
療
制
度
へ

の
支
援
金
等
の
増
加
に
よ
り
、
大
変
厳

し
い
健
康
保
険
組
合
の
財
政
運
営
が
続

い
て
き
ま
し
た
。
そ
の
一
方
で
、「
デ
ー

ム
」
の
構
築
に
向
け
た
動
き
な
ど
が
加
速
す
る
も
の
と
予
測
さ
れ
、

費
用
負
担
問
題
も
含
め
て
目
が
離
せ
な
い
年
と
な
り
ま
す
。

　

本
年
は
「
巳み

年
」
で
す
。
復
活
と
再
生
、
そ
し
て
実
を
結
ぶ
年

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
マ
イ
ナ
保
険
証
へ
の
移
行
な
ど
が
実
を
結

び
、
安
全
安
心
の
被
保
険
者
サ
ー
ビ
ス
が
充
実
し
て
い
く
よ
う
願

っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

　

全
総
協
は
、
本
年
も
健
康
保
険
組
合
連
合
会
と
も
連
携
の
上
、

全
力
を
挙
げ
て
総
合
健
康
保
険
組
合
の
発
展
の
た
め
に
活
動
し
て

ま
い
り
ま
す
の
で
、
皆
様
方
の
一
層
の
ご
協
力
と
ご
支
援
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

　

結
び
に
、
会
員
組
合
の
ま
す
ま
す
の
ご
発
展
と
皆
様
方
の
ご
健

勝
、
ご
活
躍
を
祈
念
し
て
、
就
任
の
挨
拶
方
々
年
頭
の
言
葉
と
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

タ
ヘ
ル
ス
」
と
い
う
新
た
な
概
念
で
の
保
健
事
業
の
展
開
や
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
と
の
紐
づ
け
、
そ
れ
を
活
用
し
た
資
格
確
認
シ
ス
テ
ム

の
開
始
、
マ
イ
ナ
保
険
証
へ
の
移
行
な
ど
組
合
業
務
も
大
き
く
様

変
わ
り
し
て
き
ま
し
た
。

　

い
ま
、
ま
さ
に
保
険
証
の
発
行
廃
止
直
後
で
あ
り
、
ま
た
、
新

た
な
子
育
て
関
係
支
援
金
の
徴
収
開
始
な
ど
、
目
ま
ぐ
る
し
く
変

わ
ろ
う
と
し
て
い
る
時
期
で
は
あ
り
ま
す
が
、
中
堅
・
小
規
模
事

業
所
の
事
業
主
、
被
保
険
者
・
家
族
の
た
め
、
総
合
健
康
保
険
組

合
が
そ
の
保
険
者
機
能
を
い
か
ん
な
く
発
揮
さ
れ
ん
こ
と
を
心
か

ら
お
祈
り
し
て
い
ま
す
。

　

今
後
と
も
、
全
総
協
の
事
業
運
営
に
一
層
の
ご
協
力
と
ご
支
援

を
お
願
い
い
た
し
ま
す
と
と
も
に
、
会
員
組
合
の
ま
す
ま
す
の
ご

発
展
と
皆
様
方
の
ご
健
勝
、
ご
活
躍
を
祈
念
申
し
上
げ
ま
し
て
、

退
任
の
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

退
任
の
ご
挨
拶

全
国
総
合
健
康
保
険
組
合
協
議
会　

前
会
長　

高
井
昌
史
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出
産
費
用
の
保
険
適
用
を
考
え
る

―
少
子
化
対
策
に
貢
献
す
る
制
度
へ
―

　

公
的
保
険
の
出
産
育
児
一
時
金
（
以
下
「
一
時

金
」
と
い
う
。）
は
、
２
０
２
３
年
４
月
に
、
全
国

の
平
均
出
産
費
用
約
48
万
円
（
室
料
差
額
等
を
除

く
）
を
す
べ
て
賄
え
る
よ
う
、
そ
れ
ま
で
の
42
万

円
か
ら
50
万
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
出
産
費
用
の
全
国
平
均

は
、
一
時
金
引
上
げ
前
の
２
０
２
２
年
度
で
は
48

万
２
２
９
４
円
で
あ
っ
た
も
の
が
、
引
き
上
げ
後

の
２
０
２
３
年
度
で
は
50
万
６
５
４
０
円
と
な
り
、

初
め
て
50
万
円
を
超
え
、
２
万
４
２
４
６
円
の
増

加
と
な
っ
て
い
る
。

　

２
０
２
３
年
１
月
以
降
に
価
格
引
上
げ
を
決
め

た
医
療
機
関
の
う
ち
、
約
９
割
が
物
価
や
光
熱
費

な
ど
の
高
騰
を
理
由
に
挙
げ
て
い
る
が
、
一
時
金

引
上
げ
に
伴
っ
て
、
価
格
転
嫁
を
し
た
と
い
う
印

象
は
否
め
な
い
。

　

特
に
一
時
金
引
上
げ
時
の
増
額
幅
が
大
き
く
、

２
０
２
３
年
４
月
の
48
万
７
８
３
８
円
に
対
し
て
、

翌
５
月
は
50
万
２
２
９
７
円
と
１
万
４
４
５
９
円

も
増
加
し
て
い
る
。
こ
れ
は
も
は
や
一
時
金
の
便

乗
値
上
げ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
で
あ
る
。

　

他
方
、
２
０
２
３
年
度
に
お
け
る
出
産
費
用
を

都
道
府
県
別
で
み
る
と
、
最
も
高
か
っ
た
の
は
東

京
都
の
62
万
５
３
７
２
円
、
最
も
低
か
っ
た
の
は

熊
本
県
の
38
万
８
７
９
６
円
と
な
っ
て
い
る
。
産

科
医
療
補
償
制
度
の
掛
け
金
（
１
万
２
千
円
）
を

除
い
て
、
一
時
金
48
万
８
千
円
で
賄
え
な
か
っ
た

の
は
18
都
県
で
、
40
万
８
千
円
だ
っ
た
２
０
２
２

年
度
（
引
き
上
げ
前
）
の
41
都
道
府
県
か
ら
大
幅

に
減
っ
て
お
り
、
一
時
金
の
増
額
に
は
一
定
の
成

果
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
も
妊
産
婦
の
負
担

軽
減
を
図
る
た
め
に
、
実
際
の
費
用
に
合
わ
せ
る

よ
う
に
た
び
た
び
引
き
上
げ
ら
れ
て
き
た
一
時
金

で
あ
る
が
、
そ
の
都
度
実
際
の
費
用
も
上
昇
し
、

ま
さ
し
く
「
い
た
ち
ご
っ
こ
」
で
あ
る
。

　
一
方
、１
９
７
０
年
代
前
半
は
出
生
数
が
２
０
０

万
人
を
超
え
て
い
た
が
、
２
０
２
３
年
に
は
72
万

７
千
人
で
過
去
最
少
と
な
り
、
２
０
２
４
年
に
は

70
万
人
を
下
回
る
予
想
で
少
子
化
が
止
ま
ら
な
い
。

　

こ
う
し
た
中
で
、
政
府
は
妊
産
婦
の
負
担
軽
減

の
た
め
出
産
費
用
に
つ
い
て
、
２
０
２
６
年
度
の
保

険
適
用
の
導
入
を
視
野
に
議
論
を
進
め
て
い
る
。保

険
適
用
は
全
国
一
律
に
公
定
価
格
を
決
め
る
こ
と

で
出
産
費
用
の
透
明
化
を
図
り
、
こ
れ
以
上
の
価

格
上
昇
に
歯
止
め
を
か
け
る
狙
い
も
あ
る
と
い
う
。

　

そ
れ
に
対
し
て
日
本
産
婦
人
科
医
会
に
よ
る
と
、

分
娩
取
扱
診
療
所
は
２
０
２
３
年
に
１
０
９
０
施

設
と
な
り
、
２
０
０
６
年
か
ら
４
割
も
減
っ
て
い

る
と
い
う
。
今
で
も
赤
字
経
営
で
や
む
な
く
閉
院

し
て
い
る
医
療
機
関
が
多
い
中
、
出
産
費
用
が
保

険
適
用
さ
れ
る
と
、
価
格
が
抑
え
ら
れ
、
分
娩
を

扱
う
地
方
の
一
般
病
院
等
は
今
以
上
に
閉
院
に
追

い
込
ま
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

　

そ
う
な
る
と
、
分
娩
が
大
病
院
に
集
中
す
る
こ

と
と
な
る
が
、
大
病
院
と
は
い
え
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ

に
は
限
り
が
あ
り
、
地
域
格
差
も
あ
る
こ
と
か
ら

「
お
産
難
民
」
が
出
現
し
、
ま
す
ま
す
少
子
化
が
進

み
、
産
科
医
療
そ
の
も
の
が
崩
壊
す
る
こ
と
が
懸

念
さ
れ
る
と
い
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
一
部
報
道
に
よ
れ
ば
保
険
適
用
と
な
っ

た
場
合
、
通
常
は
窓
口
で
の
自
己
負
担
額
が
発
生

す
る
が
、
全
額
を
保
険
で
賄
い
、
妊
婦
に
は
自
己

負
担
を
求
め
な
い
と
し
、
さ
ら
に
、
一
時
金
の
支

給
も
存
続
さ
せ
、
出
産
費
用
が
50
万
円
を
下
回
れ

ば
差
額
を
一
時
金
と
し
て
支
給
し
、
制
度
変
更
の

前
後
で
不
公
平
感
が
出
な
い
よ
う
配
慮
す
る
な
ど

の
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

健
保
組
合
に
と
っ
て
は
、
従
来
の
一
時
金
制
度

を
存
続
さ
せ
れ
ば
「
い
た
ち
ご
っ
こ
」
が
繰
り
返

さ
れ
、
財
政
が
圧
迫
さ
れ
る
懸
念
が
残
り
、
保
険

適
用
と
な
っ
た
場
合
に
も
、
一
時
金
制
度
の
事
務

負
担
が
残
さ
れ
る
。

　

出
産
を
取
り
巻
く
医
療
状
況
は
、
地
域
格
差
や

医
師
不
足
な
ど
の
課
題
も
あ
り
、
影
響
を
慎
重
に

見
極
め
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
保
険
適
用
と

は
切
り
離
し
て
国
に
検
討
し
て
も
ら
い
た
い
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
出
産
費
用
の
保
険
適
用
は
、

「
国
民
に
ど
う
い
っ
た
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
の
か
」、

「
少
子
化
対
策
に
ど
う
い
っ
た
効
果
が
あ
る
の
か
」

を
明
確
に
し
、
現
役
世
代
の
負
担
増
の
抑
制
に
配

慮
し
つ
つ
、
少
子
化
対
策
に
貢
献
す
る
制
度
の
構

築
を
強
く
望
み
た
い
。
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••••••••••••••••••••••

　全国総合健康保険組合協議会は令和６年11月
28日、東京都千代田区の出版健保会館で厚生労
働省保険局保険課と令和７年度予算編成に関す
る事務打合せ会を行った。
　全総協が令和６年６月28日に厚労省に提出し
た60項目（うち重点・新規要望事項は31項目）の
うち、35項目に対して保険局保険課から回答が

示された。また、同課の出席者が回答内容と、オ
ンライン資格確認の利用状況・「資格確認書の様
式等について」の一部改正等について説明した。
　全総協からは、副会長、地協会長、委員会委
員長ら12名が出席し、質疑応答や、活発な意見
交換が行われた（要望事項と回答は次頁以降に
全文を掲載）。

� 

令
和
６
年
11
月
28
日

〈
厚
生
労
働
省
保
険
局
保
険
課
〉

栗
林　

真　

課
長
補
佐

工
島
洋
成　

健
康
保
険
組
合
指
導
調
整
官

髙
橋
智
明　

健
康
保
険
組
合
係
長

諸
星
桂
一　

主
査

〈
全
国
総
合
健
康
保
険
組
合
協
議
会
〉

黒
田
詠
一　

副
会
長
（
東
京
薬
業
・
専
務
理
事
）

清
水
知
明　

 

副
会
長
（
神
奈
川
県
建
設
業
・
常
務

理
事
）

井
水
博
史　

副
会
長
（
静
岡
県
石
油
・
常
務
理
事
）

青
島
和
宏　

副
会
長
（
大
阪
薬
業
・
専
務
理
事
）

田
中
章
夫　

 

副
会
長
（
岡
山
県
自
動
車
販
売
・
常

務
理
事
）

長
澤　

徹　

 

地
協
会
長
（
岩
手
県
自
動
車
販
売
・

常
務
理
事
）

花
田
伸
一　

 

地
協
会
長
（
福
岡
県
農
協
・
常
務
理

事
）

七
五
三
充　

会
長
組
合
（
出
版
・
専
務
理
事
）

君
塚
辰
夫　

 

医
療
制
度
等
対
策
委
員
会
委
員
長
（
東

京
不
動
産
業
・
常
務
理
事
）

笹
川
武
男　

 

広
報
委
員
会
委
員
長
（
電
設
工
業
・

常
務
理
事
）

後
藤
利
美　

 （
全
国
総
合
健
康
保
険
組
合
協
議
会
・

専
務
理
事
）

浅
野
廉
敏　

 （
全
国
総
合
健
康
保
険
組
合
協
議
会
・

顧
問
） 

（
敬
称
略
）

厚
生
労
働
省
と
の
事
務
打
合
せ
会
出
席
者

全総協・厚労省事務打合せ会

令和７年度予算編成に関する
要望事項及び回答
―全総協が厚労省保険課と事務打合せ会―
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令和７年度予算編成に関する要望事項及び回答

（令和６年11月28日）
Ⅰ　重点要望事項・新規要望事項
１�．高齢者医療制度への公費拡充のための安定財源を確保するとともに、高齢者医療の負担構造の見直し、国
民所得の伸びを上回って増え続ける国民医療費の抑制策等も含め、持続可能な医療保険制度確立のための更
なる見直しを早急に行っていただきたい。（継続）

【回答】
　令和４年以降、団塊の世代が75歳以上となり始める中、支え手の中心となる生産年齢人口の減少が加速するこ
とが想定され、現役世代の負担上昇を抑えつつ、全ての世代の方々が安心できる社会保障制度を構築することが
喫緊の課題である。
　そのため、令和４年10月１日から、現役並み所得者を除き、75歳以上の方等で一定以上の所得がある方は、医
療費の窓口負担割合を２割とする見直しを行ったところ。
　また、医療保険制度改革として、令和６年度から、後期高齢者の医療給付費を後期高齢者と現役世代で公平に
支え合うため、後期高齢者負担率の設定方法について、「後期高齢者１人当たりの保険料」と「現役世代１人当
たりの後期高齢者支援金」の伸び率が同じとなるよう見直すこととした。
　負担能力に応じて、全ての世代で、増加する医療費を公平に支え合うことができるよう、給付と負担のバラン
スを含めた不断の見直しを図る必要があり、令和５年末に閣議決定された改革工程の記載も踏まえながら、引き
続き検討を行ってまいりたい。
　なお、財政状況が大変厳しい中で、更なる公費投入については、そのための財源をどのように確保するかとい
う課題があることはご理解いただきたい。

２�．高齢者医療制度について、次のとおり改善するよう検討していただきたい。（継続・修正）

２�．①　増え続ける膨大な医療費の軽減と世代間の公平な負担を図るため、前期高齢者、後期高齢者の自己負
担割合を以下のとおりとすること。（継続）
　　　前期高齢者…３割負担（住民税非課税者２割負担）
　　　後期高齢者…２割負担（現役並み３割、住民税非課税者１割負担）とするが、将来的には３割負担

【回答】
　窓口負担の在り方については、一定以上所得のある後期高齢者への窓口２割負担を導入し、令和４年10月に施
行したところであり、その施行状況等に留意しつつ、必要な保障が欠けることのないよう、見直しによって生じ
る影響を考慮しながら、丁寧な検討をしていく。

２�．②　前期高齢者納付金・後期高齢者支援金等が過大な負担とならないよう、公費による拠出金負担軽減措
置の拡充を図るとともに、引き続き、高齢者支援金等負担金助成事業を継続し、交付基準の緩和及び補助金
の増額措置を講じること。（修正）

【回答】
　後期高齢者支援金等の拠出金負担については、平成29年度から、①拠出金負担の重い保険者への負担軽減を拡
充し、100億円の国費を充てる措置を制度化するとともに、②前期高齢者納付金の負担の重い保険者に対して、600
億円の追加支援による予算措置を行っているところ。
　さらに、令和５年通常国会で改正法が成立した医療保険制度改革において、後期高齢者負担率の見直しと併せ、
令和６年度から特例的に健康保険組合に対する国費による更なる支援（430億円）を追加しており、現役世代の
負担をできるかぎり抑制しつつ、企業の賃上げ努力を促進する形で、更なる支援を行っている。
　引き続き、負担能力に応じて医療費を公平に支え合う全世代型社会保障制度の構築を図るとともに、被用者保
険者に対する必要な負担軽減が行えるよう、今後ともできる限りの努力をしてまいりたい。

２�．③　前期高齢者納付金の算定に当たって、被保険者１人当たり前期高齢者給付費の上限のほかに、前期高
齢者個人の診療報酬明細書１件当たりの上限額を設定すること。
　　なお、納付金等の所要財源率の上限を超える分については、公費負担とすること。（継続）
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【回答】
　前期財政調整は、保険者間の前期高齢者の偏在による負担の不均衡を調整するため、国保・被用者保険の各保
険者が、その加入者数に応じて負担する費用負担の調整を行うものであるが、各保険者の医療費適正化努力を促
進する観点から、１人当たり前期高齢者給付費が著しく高い保険者について、一定の基準を超える部分を調整対
象から除外しており、高額給付ケースが生じた場合の影響はこの中で対応しているところ。

２�．④　現役世代の負担を軽減するため、後期高齢者医療制度の現役並みの所得者に係る後期高齢者医療給付
費への公費投入を行うこと。（継続）

【回答】
　後期高齢者のうち、現役並み所得区分の被保険者の医療給付費については、公費負担の対象としておらず、後
期高齢者支援金90％、後期高齢者自身の保険料10％で賄われている。
　これは、平成14年に老人保健制度の見直しを行う際に、制度の持続可能性確保のため、公費負担割合を３割か
ら５割に引き上げるとともに、限られた公費の重点化を図る必要があったことから、現役並み所得がある者につ
いて、窓口負担割合を２割とするとともに公費負担を行わないこととしたものであり、後期高齢者医療制度にお
いても、同じ仕組みとしたもの。
　現役並み所得者への公費投入については、そのための財源をどのように確保するかといった課題も踏まえた検
討の必要があると考えている。

２�．⑤　後期高齢者医療制度について、その支援金を前期高齢者納付金等により財政調整対象とすることは制
度の趣旨に反しており、速やかに廃止するなど、前期高齢者の費用負担構造の見直しを早急に実施すること。
（継続）

【回答】
　前期高齢者については、保険者間の偏在を調整した後の加入者数を基に後期高齢者支援金を賦課しているが、
①�特段の調整を行わない場合、退職後の前期高齢者の国保への偏在により、前期高齢者に賦課される後期高齢者
支援金は８割が国保の負担となり、国保への過重な負担となること、
②�前期高齢者に賦課される後期高齢者支援金も、前期高齢者の偏在によりもたらされる負担であり、� �
前期高齢者医療給付費と同様に全ての保険者で負担を分かち合うことが適当であると考えている。

２�．⑥　国民健康保険の補助金は、都道府県から普通交付金と特別交付金として交付されています。普通交付
金は国保保険料と前期高齢者納付金を財源としていますが、前期高齢者納付金を財源とするものは普通交付
金から除外し、「前期高齢者交付金」として勘定を分け、目的を明確にしたうえで交付すること。（修正）

【回答】
　都道府県が市町村に対して交付する保険給付費等交付金の財源は、前期高齢者交付金のほか、国・都道府県に
よる公費や国民健康保健事業費納付金（保険料）などにより賄われているが、前期高齢者交付金を切り出して勘
定を分ける場合、前期高齢者交付金のみならず、前期高齢者に係る収支を全体として勘定を分けて管理する必要
が生じ、保険給付費等交付金のみならず、各種公費負担制度についても別立てで管理することや、前期高齢者と
それ以外の被保険者とで異なる保険料体系を設ける必要が生じるなど実務上課題が多いと考える。
　さらに、保険料については、制度全体の収支を踏まえ、世代ごとに区分することなく、被保険者の負担能力に
応じて被保険者全体で支え合う仕組みとなっており、前期高齢者のみを切り分けることは適当ではないと考えて
いる。

３�．被扶養者認定は、保険者の処分として教示文の記載が必要と解されたことから、審査請求の増加が見込ま
れます。被扶養者認定基準の統一化・明確化について「引き続き、必要な検討を進めてまいりたい」とのこ
とですが、次の事項についても併せて検討していただきたい。（継続・修正）

【回答】
　今般、被扶養者の年収確認（いわゆる「130万円の壁」）の取り扱いについては、「「年収の壁・支援強化パッ
ケージ」について」（令和５年９月29日付保保発0929第７号厚生労働省保険局保険課長通知）及び「「年収の壁・
支援強化パッケージ」における、社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外及び事業主の証明による被扶養者認
定の円滑化の取扱いについて」（令和５年10月20日付保保発1020第３号厚生労働省保険局保険課長通知）でお示
ししたところ。引き続き、必要な検討を進めてまいりたい。
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３�．①　適用拡大の対象とならない被扶養者のほうが、適用拡大の対象となる被保険者より収入が多くなるこ
とがあるため整合性がなく、更なる適用拡大に向けて取り組むためにも、被扶養者の年間収入基準額の「130
万円未満」を「106万円未満」に引き下げること。（継続）

【回答】
　被扶養者認定基準のうち年間収入130万円未満という基準を短時間労働者の適用の基準の106万円（8.8万×12）
未満とすることは、現時点で考えていない。
　一方で、被用者保険の適用拡大が図られると、短時間労働者に対しては、「130万円の壁」を消失させる効果が
あり、更なる適用拡大に向けて取り組んでいきたい。

３�．②　収入がある者の被扶養者の年間収入基準額（60歳以上の老年者又は概ね障害年金の受給要件に該当す
る程度の障害者である場合は180万円未満）について、早急に生活や就労の実態を調査し、年齢基準を見直
すこと。（継続）

【回答】
　「60歳以上」の者については、年間収入基準を年間180万円未満であることを要件としているが、この要件の見
直しについては、生活や就労の実態を踏まえ、慎重に検討していく必要があると考えており、必要な対応を行っ
てまいりたい。

３�．③　自営業者である被扶養者について、近年、さまざまな事業形態がある中、被扶養者認定における収入
判断は保険者によりばらつきがあるため、具体的な取扱い基準を早急に示すこと。（修正）

【回答】
　自営業者の収入に関する基準について、組合間のばらつきをなくすことは重要と考えている。
　引き続き、各組合における認定事務等の実態を踏まえつつ、どのような対応が必要か十分に検討を行う。

３�．④　被扶養者の認定年月日と削除年月日について取扱いを明確にすること。（新規）

【回答】
　被扶養者の削除年月日等については、「「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について」に関する留意
点について」（平成30年８月29日事務連絡）において、その取扱いをお示ししているところ。引き続き、実態を
踏まえつつ、必要な対応を検討してまいりたい。
（事務連絡抜粋）
Ｑ19 本通知に基づき被扶養者として認定した者について、認定後における被扶養者に係る確認の頻度如何。
Ａ�．認定後、少なくとも年１回は保険者において被扶養者に係る確認を行い、過去の送金履歴等を確認し、被扶
養者の要件を引き続き満たしていることを確認することが望ましい。
　なお、確認したところ被扶養者の要件を満たしていないことが判明した場合、
①�認定時には瑕疵がなく、その後の事情により被扶養者の要件を満たさないこととなった場合には、当該要件を
満たさなくなった時点（その時点を確認出来ない場合は例えば「検認日」とするなど、保険者において事前に
定めた日）以降で、被扶養者を削除する届出を提出させること。
②�認定時に瑕疵があり、被扶養者の要件を満たしていないことが判明した場合には、認定時に遡って取り消すこ
ととなる。

４�．同一期間中の傷病手当金と育児・介護休業給付金の給付調整について、昨年の回答では、「給付の目的が
異なり、併給調整を行うことは適当ではないと考えている」とありますが、重複給付された場合、就労中の
収入を上回ることとなり不適当と思われるので、給付調整を行うよう法改正していただきたい。（継続）

【回答】
　傷病手当金と労災保険法による休業補償給付等は、労働者が疾病等の療養のため労務不能となった場合の所得
補償を行う点で給付の目的が同一であり、傷病手当金は業務外の保険事故、休業補償給付等は業務上の保険事故
に対しそれぞれ給付されることとなっている。
　他方、雇用保険法の育児・介護休業給付については、労働者が育児休業等を取得しやすくし、その後の円滑な
職場復帰を援助・促進することを目的として設けられているものであり、傷病手当金とは給付の目的が異なるた
め、併給調整を行うことは適当ではないと考えている。
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５�．「介護保険料減額更正請求事件（平成25年５月27日最高裁判決）」により、保険料を減額更正する場合には、
期間制限には服さないとする判決が確定され、この判決をきっかけに、国民健康保険法、介護保険法、高確
法においては、権利義務を確定させるという趣旨で「賦課決定の期間制限」の規定を追加しているところで
す（平成27年４月施行）。同様の規定を健康保険法に定めていただき、遡及できる期間の制限を設けていた
だきたい。（継続）

【回答】
　更正減額又は取り消した際は、徴収した保険料を還付することとなるが、取り消し等が発生した原因として被
保険者の責に帰することのできない事由により遡って資格の得喪が生じる場合があるため、保険料の徴収決定済
額を更正減額又は取り消した場合に、遡ることができる期間について制限は設けていない。
　したがって、ご要望いただいた見直しは、上記のような場合が存在するため、慎重な検討が必要である。

６�．前期高齢者納付金において、被用者保険者間の格差是正を目的に1/3報酬調整が導入されたが、１人当た
り総報酬の算定に当たり、被用者保険者間の負担能力を量るには、保険料負担のない被扶養者を除いた、被
保険者１人当たりとするなど公平な仕組みに変更していただきたい。（新規）

【回答】
　前期財政調整への報酬調整の導入は、前期高齢者の偏在による保険者間の負担の不均衡を加入者数に応じて一
律に是正している現行の枠組みについて、部分的に「報酬水準に応じた調整」を導入することで、負担能力に応
じた仕組みを強化し、被用者保険者間の格差の是正を図ることを目的とするものである。
　報酬調整の在り方については、前期高齢者医療に係る制度の趣旨・内容とともに、被用者保険者間の格差の状
況、保険者の自立性への影響などを総合的に勘案して、決められるべきものと考えている。
　上記のとおり、前期財政調整は前期高齢者の偏在による保険者間の負担の不均衡を是正するためのものであ
り、前期高齢者の加入者数に応じて調整を行っていることから、それを勘案し、報酬調整も「被保険者１人当た
り」ではなく「加入者１人当たり」の総報酬で調整することとしている。
　今回の報酬調整導入による格差是正の効果や各保険者に与える影響を見極め引き続き検討してまいりたい。

７�．創設される「子ども・子育て支援金」については、社会保険料と異なる性格のものであることから、国が
説明責任を負うものであり、「組合会における議決事項としない」との従来の整理を踏まえ、「一般保険料」
と明確に区分していただきたい。
　　なお、医療保険者の一律の料率等について、政省令等で規定するなどの措置をしていただきたい。（新規）

【回答】
　社会保険制度は、社会連帯の理念を基盤にしてともに支え合う仕組みである。子ども・子育て支援金制度もこ
うした連帯によって、将来を担う子どもたちや子育て世帯を全世代・全経済主体で支える仕組みであり、支援金
は保険料と整理されているところ。
　健康保険法においては、子ども・子育て支援金に係る料率は、医療保険上の給付や介護保険に係る保険料率と
は区分した上で、保険料の一部として規定することとしている。

８�．育児休業制度（男性取得の場合）について、届出様式に「出産予定日欄」を設けていただきたい。（新規）

【回答】
　ご要望については、どのような対応が可能か検討してまいりたい。

９�．平成25年の法改正の趣旨に鑑み、労基法の適用除外となる「同居家族のみを使用する事業及び家事使用人」
の業務上の負傷、疾病は、健康保険給付の対象外としていただきたい。
　�　（海外出向者の業務災害による疾病等については、令和３年度要望事項の厚生労働省の回答において、「健
康保険給付の対象とはならないものと考えている。」との見解が示されています。）（新規）
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【回答】
　同居親族のみを使用する事業及び家事使用人は、労働者災害補償保険法上の労働者に該当しないため、労災保
険給付が原則行われない。
　健康保険法第１条において、健康保険の保険給付の対象となる範囲が「労働者災害補償保険法に規定する業務
災害以外」の疾病、負傷又は死亡とされているのは、労災保険、健康保険の双方から給付がされない事態が生じ
ないようにする趣旨であり、この趣旨は労災保険給付の対象とならない同居親族のみを使用する事業及び家事使
用人についても当てはまるものと考えられ、健康保険給付の対象外とすることは適切でないと考える。
　なお、令和３年度回答において、海外出向者の業務災害は健康保険の給付の対象とはならない旨回答している
件については、海外出向者の「業務災害」とは、労働者災害補償保険法に規定する業務災害を指すもので、特別
加入を行った海外派遣者の業務に起因する疾病等がこれに当たり、この場合、労災保険給付がなされるため健康
保険給付の対象とならない旨お示ししたもの。海外出向者に関し、業務に起因する疾病等の全てについて健康保
険給付の対象とならないとするものではない。

10�．滞納処分認可書に事業所名を明記いただきたい。（新規）

【回答】
　滞納処分認可書については、認可申請書の日付及び発番を記載することにより認可申請を特定して認可してし
ているところ。
　他の認可についても全て同様の取扱いとしている中で、滞納処分認可書のみ他の認可書と異なる取扱いをする
ことになることに加え、滞納処分認可書を発行する地方厚生局の事務負担も考慮する必要があると考えており、
慎重に検討してまいりたい。

11�．少子化対策については、国の喫緊の課題として検討が進められているところです。少子化対策は推進すべ
きでありますが、出産育児一時金の増額、不妊治療の保険適用、育児休業中の保険料免除等の健康保険にお
ける少子化対策は、健保組合にとっても過重な負担となります。
　�　厳しい財政状況となっている健保組合への影響を十分に注視するとともに、少子化対策の推進に資する健
保組合の取組みへの支援等、必要な財政支援を引き続き実施していただきたい。（継続）

【回答】
　出産・子育ての環境整備等を行っている健康保険組合に対する財政支援について、令和５年度予補正予算とし
て措置を行っているほか、令和６年度補正予算においても引き続き同内容の財政支援についても要求を行っている。

12�．高額医療交付金交付事業に対する補助金に、令和６年度100億円の財政支援が措置されましたが、近年、高
額薬剤の保険適用が相次いでおり、今後、医療費の高額化が一段と進展することが見込まれることから、同
事業への財政支援について、継続・拡充していただきたい。（新規）

【回答】
　健保組合の支え合いの仕組みを強化するため、健康保険組合連合会が実施する高額医療交付金交付事業交付金
に対する財政支援を制度化し、令和６年度より、100億円措置したところ。
　まずは確保した予算を適切に執行することが重要であると考えているが、引き続き予算の確保に努めてまいりたい。

13�．高齢者医療支援金等負担金助成事業について、団塊世代の前期高齢者への移行による負担増を軽減する目
的で、移行前の平成22年度・平成23年度の平均額を比較対象として、伸び率が大きい保険者に対して助成が
行われているが、実態にそぐわなくなっている。団塊世代が後期高齢者に移行することから、真に負担増に
苦しむ保険者が助成対象となるよう、財源率を考慮した新たな基準を設けていただきたい。（新規）

【回答】
　高齢者医療運営円滑化等補助金は、被用者保険への財政支援を目的に拠出金負担が重い保険者に対して補助金
で支援するものであるところ、そのうち新規分（600億円）については、団塊の世代の前期高齢者への移行開始
が平成24年度であったことから、平成22年度と平成23年度の２年度の平均を基準として拠出金負担の増加率を算
出している。
　新規分については、令和７年度に団塊の世代が全員後期高齢者となることを踏まえ、令和６年度から、対象と
なる拠出金負担に後期高齢者支援金も追加したところであり、引き続き被用者保険者に対する必要な負担軽減が
行えるよう、適切な支援の在り方を検討してまいりたい。
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14�．保険者機能を発揮できない介護保険制度の徴収事務は国の事務としていただきたい。
　　なお、前記が実施されるまでの間は、次の措置を講じていただきたい。（継続）

【回答】
　第２号保険料に係る介護納付金については、一定の算定式に基づいて算定された額を、拠出金として各医療保
険者に対して賦課する仕組みとしている。
　具体的には、介護納付金は、当年度分を概算により賦課し、２年後に確定額との差額を精算する仕組みを採っ
ており、毎年度の介護納付金の金額は、当年度分の概算納付金額から、前々年度分の精算額を加減した額となっ
ている。
　医療保険者によって前々年度分の精算額に差が生じ得ることを踏まえ、各医療保険者において、個々の介護納
付金の額に応じた保険料率を設定いただいているところである。今後もご協力をお願いしたい。

14�．①　介護納付金の全面総報酬割への移行により、異なる被用者保険の間であっても、特定被保険者制度採
用の有無を除けば、同一の報酬に対する保険料負担（料率）の差はなくなる制度設計であったが、導入後も
解消されていない。
　�　各医療保険者は介護保険の保険者ではないため、「子ども・子育て支援金」同様に、国が財政調整に必要
な全国一律の保険料率を設定するよう見直すこと。（継続）

【回答】
　介護納付金については、令和２年度より全面総報酬割を実施していることから、当年度の概算納付金額（介護
保険法第151条第１項）については、保険者ごとの総報酬に比例するものとなっている。
　その上で、介護納付金においては、概算払い・確定精算の仕組みを採っていることから、前々年度の納付実績
（納付金額の規模）などによっては、当年度の「納付金の額」に差が生じ得るところであり、各保険者において
適切に保険料を設定されているものと認識している。
　御提案については、概算払い・確定精算の仕組をはじめ、介護納付金制度の抜本的な見直しとなることから、
慎重な議論が必要なものと考える。

14�．②　第２号被保険者の減少等により、毎月の介護納付金に大幅な不足が生ずる場合には、年度内に減額調
整できるようにすること。（継続）

【回答】
　医療保険者の介護納付金の算定に用いる第２号被保険者の見込数について過大又は過小が見込まれる場合に
は、医療保険者からの申請に基づき、支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数に補正することとして
いる。
　このように申請いただいた第２号被保険者数等をもとに各医療保険者の概算納付金を算定しているところで
あり、このような仕組みについてご理解いただきたい。

15�．後期高齢者支援金の加算減算制度を廃止し、新たに、公費を財源とするインセンティブ制度を創設してい
ただきたい。
　　なお、廃止までの間は、総合健保組合の目標実施率について、更に緩和等を行っていただきたい。（継続）

【回答】
　2024年度からの後期高齢者支援金の加算・減算制度については、関係者に検討をいただいた上で了承されたと
ころ。
　特定健診・保健指導は保険者の法定義務であるため、相互扶助の観点からも目標値に向けて一定程度の努力を
していただくこと、また特定健診・保健指導以外の保健事業についても、加入者の健康管理のために取り組んで
いただくよう、インセンティブ制度を実施している。
　当該制度の今後の在り方については、後期高齢者支援金の加算・減算制度検討ワーキンググループ等で議論し
ているところであり、今後も効果検証等を踏まえ、保険者団体等と協議しながら、検討してまいりたい。
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16�．特定健診の質問票で服薬中と回答した者は、特定保健指導の対象外となるが、人工透析を行っている者に
ついても対象外とし、実施率の計算において分母から除いていただきたい。（新規）

【回答】
　糖尿病、高血圧症、脂質異常症の生活習慣病に係る服薬中の者は、既に医療機関において医学的管理の一環と
して必要な保健指導が合わせて行われているため、別途重複して保健指導を実施する必要性が薄いことから、特
定保健指導の対象者から除外している。
　人工透析を受けている者は、継続的に医療機関を受診しており、医学的管理がなされていることから、特定健
診の実施については、本人の健康状態等を考慮した上で受診の必要性を慎重に判断して差し支えない。
　なお、人工透析を受けている者であって、糖尿病、高血圧症、脂質異常症の生活習慣病に係る服薬中の者につ
いては、上記の理由から、特定保健指導の対象者から除外されこととなる。
　特定保健指導の対象者については、生活習慣対策の施策と合わせて、引き続き必要な議論をしてまいりたい。

17�．高齢者医療運営円滑化等事業（短時間労働者の適用拡大に伴う財政支援事業）の取扱いについて、「令和
５年度高齢者医療運営円滑化等補助金（適用拡大分）取扱要領中３②令和５年３月から令和６年２月までの
各月末における被保険者数（保険料免除者を除く。以下同じ。）の平均に占める短時間労働者被保険者の平
均（令和４年９月末の短時間労働者被保険者数を除く。）の割合が２％以上であること。」の基準を撤廃して
いただきたい。
　�　また、撤廃できない場合でも、もともと平均標準報酬の低い組合に対し、基準値を緩和していただきたい。
（新規）

【回答】
　限られた予算の中で真に適用拡大影響により財政支援を必要とする保険者へ補填ができるよう基準を設定し
ていること、現在の基準においても既に予算を超える申請があることから、基準の見直し・緩和については慎重
に検討を行う必要がある。

18�．健康保険証の廃止日以降も、健保組合から特定健診・特定保健指導を受託している機関においては、これ
までと同様に健診結果や請求書に受診者の保険証情報（記号・番号等）を不備のないよう登録していただく
とともに、実施機関から保険者へのデータ提供については、国が定めるXML形式とすることを必須にしてい
ただきたい。（継続・修正）

【回答】
　健診結果の提出のために国で示している健診・保健指導機関等→医療保険者用の特定健診・特定保健指導の
電子的なデータ標準様式においては、被保険者証等記号及び番号は必須としているところ。一方、請求書につい
ては、国で様式を示しているものではないため、契約者間で適切に実施していただきたい。
　「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」において、実施機関が保険者から業務を受託す
るためには、電子的なデータ標準様式の仕様を遵守する必要があることを記載しており、令和５年７月31日付事
務連絡「「保険者から社会保険診療報酬支払基金等への40歳未満の事業者健診結果情報の報告のためのファイル
仕様」のホームページへの掲載等について（周知）」においても、健診・保健指導実施機関等の関係団体に対し、
電子的なデータ標準様式を使用するよう周知している。

19�．オンライン資格確認及びマイナンバーカードの健康保険証利用（以下、マイナ保険証）に対応するための
組合基幹システムの改修経費等については国庫補助の対象になりましたが、中間サーバー等に係る必要経
費、ネットワーク接続経費、その後の運用に要する経費等について、全額国の負担としていただきたい。
　�　また、国からの事業主等への周知広報を引き続き行うほか、保険医療機関等に対して、マイナ保険証やオ
ンライン資格確認の利用を促進するための働きかけを十分に行っていただきたい。（継続・修正）
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【回答】
　中間サーバー等の運用等に係る経費についてオンライン資格確認やマイナ保険証を利用することにより質の
高い医療の提供が可能となることや事務負担の軽減が図られることから保険者負担としていることについてご
理解いただきたい。なお、中間サーバーの運用・保守費用については、固定化させることなく、稼働実績等を踏
まえて、定期的に見直しを行っている。
　なお、健康保険証とマイナンバーカードの一体化に対応するためのシステム改修の補助についても、令和６年
度補正予算として、必要な予算について措置を行う予定。
　また、マイナ保険証の利用率向上に向けて、引き続き事業主等に対して周知広報に取り組んでいくほか、保険
医療機関等に対するマイナ保険証の周知広報については、本年５月から７月までの３か月を「マイナ保険証利用
促進集中取組月間」と位置づけ、医療機関等における窓口での声かけ等の取組への支援や集中的な広報展開等の
取組を実施したところ。今後は、マイナ保険証の利用実績が低い医療機関等への個別アプローチや、円滑な移行
を見据えた周知広報を行うこととしており、更なる利用促進に取り組んでまいりたい。

20�．誤入力チェック等は当初からあるべきシステム機能であり、「誤入力チェックシステム’24」に係る手数料
については国の責任において費用を負担いただきたい。（継続・修正）

【回答】
　マイナ保険証の紐づけ誤りを防止するため、本年５月から資格情報を保険者が登録する際、その全件について
J-LIS照会を行うチェックシステムの仕組みを導入したところ。
　また、保険者が加入者のデータを医療保険者等向け中間サーバーに登録する際に自動的に実施されるJ-LIS照
会については、これまでのJ-LIS照会と同様、各保険者の責任において実施いただいているものであり、その手
数料は各保険者において負担いただくこととしている。

21�．住民票の住所を変更した場合、医療保険者に登録されたマイナンバーにより変更後の住所が登録される仕
組みの構築について、業務効率化につながるので、前向きに検討していただきたい。（継続・修正）

【回答】
　ご提案の公的個人認証サービスを利用した最新の利用者情報（４情報)提供サービスについては、デジタル庁か
ら提供されているものと承知しているが、当該サービスについては、原則として各事業者が主務大臣の認定を受
けた上で、内部システムの構築・改修を行う必要があると伺っている。
　各保険者の判断において、当該サービスの導入をご検討いただくことは差し支えないが、医療保険者全体での
導入を検討する場合、仕組みの在り方の検討やシステムの構築・改修に係る費用負担などの課題があると考えて
いる。

22�．オンライン資格確認における資格重複チェックにおいて、新規に被保険者資格を取得した者が、他の医療
保険者（特に協会けんぽ）の被扶養者に認定されたままのケースが多くみられます。
　�　法第３条第７項の被扶養者の定義に「健康保険の被保険者である者はこの限りでない」旨を追加するなど
して、医療保険者が職権により資格重複を解消できるよう法整備をしていただきたい。（継続・修正）

【回答】
　適正な資格管理のため、資格重複状態が生じた場合に速やかな解消を行うことは重要であると考えており、令
和６年２月９日事務連絡「医療保険者等向け中間サーバー等における資格重複チェック機能の改善について（周
知）」の別添「資格重複チェックの対応手順について」において、医療保険者に対し、自保険者が旧保険者（※）
であり、重複状況が１か月以上継続しているケースについては最優先で対応いただく必要がある旨及び対応方法
の詳細についてお示ししているところ。
　一方で、加入者の資格管理については、あくまでも各保険者において適正に行っていただくものと考えており、
他の医療保険者の被扶養者認定を削除できるような法改正は現状検討していない。
※�「資格重複チェックの対応手順について」においては、資格重複チェックファイルの「資格取得新旧」項目が
「旧」となっており、資格喪失している可能性が高い加入者側の保険者を「旧保険者」と整理
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23�．国が進める行政手続きコスト削減のための基本計画における、電子申請への移行促進については、実施主
体である事業所への周知・広報を行うとともに、健保組合における電子申請環境を整えるための費用につい
ては、国において支援措置を講じていただきたい。（継続）

【回答】
　日本年金機構（年金局）においては適用事業所に係る電子申請の利用促進の観点から、社会保険料納入告知
（額通知）書に同封するお知らせによる広報、郵送物送付の際のパンフレット同封やホームページへの掲載によ
る周知広報のほか、全国社会保険労務士会連合会や人事・給与システムベンダー各社が参加する社会保険システ
ム連絡協議会との連携により、全ての適用事業所に電子申請の利便性に係る情報が行き届くよう取り組んでいる
ところである。
　健康保険組合のデジタル化を進めることは、業務の改善が図られるといった効果もあり、運営経費については、
健康保険組合においてご負担していただきたい。

24�．電子申請の申請方法について、ワンストップサービスの推進方針に基づき、早急にマイナポータルによる
申請方法に一本化していただきたい。
　�　また、当面の措置として、日本年金機構の届書作成プログラムに健保組合申請用機能を付加（被扶養者異
動届）し、ワンストップによる届出を可能にするなど、利用者側の利便性向上を図っていただきたい。（継
続）

【回答】
　健康保険組合への電子申請については、マイナポータルを活用した電子申請が可能となっており、年金機構へ
の電子申請についてもマイナポータルで申請が可能である。
　また、届出作成プログラムに健保組合申請機能を付加することを含め、ワンストップ化の推進に向けて、e-Gov
による電子申請等の検討をデジタル庁や関係局と進めてまいりたい。

25�．令和４年１月施行の健保法改正により、特定健康診査の対象者以外の労働者についても、保険者から健康
診断の記録の写しの提供を求められた事業者は、その記録の写しを保険者に提供しなければならないことと
されており、マイナポータルの利用内容の拡大により事業主健診等の情報についても閲覧が可能となってい
ることから、加入者の利便性向上につながるよう事業者団体及び関係団体の長に対し、改めて健診結果の提
供に関する周知をしていただきたい。（新規）

【回答】
　事業者から保険者への事業主健診結果の提供については、令和５年７月31日付基準局長・保険局長連名通知
「「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に係る事業者と保険者の連携・協力事項について」の一部改正につ
いて」において、事業者団体及び関係団体に周知しており、引き続き、当該通知等を機会を捉えて周知していく。

26�．令和６年12月２日以降の新規加入者のうち、マイナ保険証保有者に対して健保組合より「資格情報のお知
らせ」を交付することとなっているが、マイナポータルから通知することとし健保組合からの交付は廃止し
ていただきたい。（新規）

【回答】
　マイナポータルを利用していない方も一定数いるため、自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、「資
格情報のお知らせ」は交付していただきたい。
　なお、保険者の負担軽減のために、資格情報のお知らせを電磁的に交付することも考えられる。
※参考
　健康保険法施行規則第五十一条の三（資格情報通知書による通知）
　保険者は、被保険者の資格を取得した者又は被扶養者を有するに至った被保険者に対し、当該被保険者又はそ
の被扶養者の資格に係る情報として、次に掲げる事項を書面又は電磁的記録（以下「資格情報通知書」という。）
により通知しなければならない。
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27�．マイナ保険証について、次のとおり改善するよう検討していただきたい。（新規）

27�．①�マイナ保険証の普及には、保険医療機関等の取組みが一番重要であることから、国から保険医療機関等
へ強く働きかけること。
　�　また、マイナ保険証で受診する際のメリットが広報されておりますが、もう少し自己負担額の差を感じら
れるよう検討すること。（新規）

【回答】
　マイナ保険証の利用促進については、本年５月から７月までの３か月を「マイナ保険証利用促進集中取組月間」
と位置づけ、医療機関等における窓口での声かけ等の取組への支援や集中的な広報展開等の取組を実施したとこ
ろ。
　また、マイナ保険証を基本とする仕組みへの円滑な移行に向けた取組として、マイナ保険証の利用実績が低い
医療機関等への個別アプローチや、円滑な移行を見据えた周知広報を行うこととしている。今後もマイナ保険証
のメリットをより効果的に伝える周知広報等により、更なる利用促進に取り組んでまいりたい。

27�．②　オンライン資格確認の環境が整備されている保険医療機関等においては、資格確認書及び経過措置期
間において保険証を提示された場合、原則としてオンライン資格確認を必須とすること。
　　また、早期に「資格確認書」を廃止し、マイナ保険証へ一本化すること。（新規）

【回答】
　保険医療機関及び保険医療養担当規則（昭和32年厚生省令第15号）においては、保険医療機関が資格確認を行
う場合、患者の提出する被保険者証か、マイナ保険証による電子資格確認のいずれかで行うこととされていると
ころ。
　その上で、ご提案のようなオンライン資格確認の必須化については、医療機関等のご意見も伺いながら検討し
ていく必要があると考えている。
　また、資格確認書は、マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行期において、円滑な移行を進める観点からマ
イナ保険証を保有しない等マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない状況にある
方でも保険診療を受けられるようにする措置であるためご理解いただきたいが、引き続き、全ての方に安心して
確実に保険診療を受けていただけるよう必要な措置を講じながら、マイナ保険証の利用促進を進めてまいりたい。

27�．③　マイナンバー未提出者に係るJ-LIS照会を、サーバー間連携により実施できるよう、インターフェイス
の構築をすること。（新規）

【回答】
　資格取得に係る加入者からの書類提出（電子的な提出を含む）の際などにマイナンバーが正確に記載されてい
ない場合には、法令上、資格取得届等にはマイナンバーの記載が求められており、データ登録にはマイナンバー
の記載が必要であることからマイナンバーの速やかな提出を当該事業主に対して求めた上で、やむを得ない場合
にJ-LIS照会を行うこととしている。
　厚生労働省としても、迅速な資格情報の登録に向け、事業主や保険者の取組が徹底されるよう、必要な対応を
してまいりたい。

27�．④　健保組合の登録情報とJ-LISの情報を突合する際、外国人氏名の表記、住所表記、外字の問題などで、
不一致となるケースが多くあります。また、誤入力チェックにおいても、他保険者が過去に登録したカナ氏
名と少しでも違えば「疑いあり」として検出されてしまいます。
　�　マイナ保険証への本格的な移行を控え、加入者情報を正確かつ迅速に中間サーバーに登録する必要がある
ため、関係する全ての機関で統一した表記が使われるよう環境を整備すること。（新規）

【回答】
　保険者の登録情報とJ-LISとの情報突合や照会において、J-LISとの間における文字コードの違いにより氏名や
住所等の表記が一部「●」で表示されることがあると承知している。
　医療機関等へのマニュアルでは、カナ氏名を確認して受付を行うことや「●」表記のままでもレセプト請求可
能である旨を示しているほか、「●」表記自体が生じないように、文字コードに関する政府全体の議論の状況を
踏まえ、対応策を今後検討してまいりたい。
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27�．⑤　マイナンバーカードの更新事務（電子証明・カード自体）について、更新期間に使用できないことが
ないようなシステムと制度を構築すること。（新規）

【回答】
　マイナンバーカードの電子証明書の更新については、期間満了日の３か月前にJ-LISから本人へご案内が送付
されており、期間満了日まで３か月以下となった時は、資格確認の際に顔認証付きカードリーダーの画面上で、
市区町村の窓口で更新手続を行うようアラートを出す機能を設けるといった対策を講じている。
　また、今後は期間満了日を徒過した場合でも、期間満了日から３か月の間は、暗証番号の入力や顔認証による
本人確認を前提として、手元のマイナンバーカードでオンライン資格確認が実施できるようにシステム改修を
行っているところ。
　なお、マイナンバーカードの電子証明書の更新は即日更新が行われるが、マイナンバーカード本体の更新につ
いては、更新手続きの上、市区町村の窓口への来訪時に古いものと引き換えていただければ、更新期間中にマイ
ナンバーカードを使用できない事態は生じないと承知している。

28�．社会・経済情勢の先行きが不透明な中、業種によっては、組合財政が危機的状況となっています。組合財
政の危機的状況を打開し、健全な医療保険制度を維持するためにも、国による強力な財政支援を実施してい
ただきたい。（継続）

【回答】
　令和５年度の決算結果について、財政状況が悪化した組合が多くあるものと認識している。
　健康保険組合に対しては、令和６年度から国費による支援を約430億円追加することとしているほか、令和６
年度からの適用拡大の影響に係る給付費の財政支援や、健康保険証とマイナンバーカードの一体化に対応するた
めのシステム改修の補助について措置を行っている。
　引き続き、健保組合の財政状況について注視しつつ、その時々の状況に応じて必要な対策を講じてまいりたい。

29�．少子化対策は、我が国の最重要課題であることは理解できますが、「子ども・子育て支援金」の負担を医
療保険に上乗せする法律改正案について、国民と医療保険加入者への実質的な負担額を含めた十分な説明を
していただきたい。（新規）

【回答】
　子ども・子育て支援金は、
　・次世代の育成が、健康保険制度の持続可能性を確保する観点から重要であること、
　・�健康保険制度において、これまでも出産育児一時金や出産手当金といった給付を行ってきたこと、
　などを踏まえ、支援金の賦課・徴収を医療保険の仕組みを通じて行うこととしている。
　子ども・子育て支援金制度は、歳出改革や既定予算の活用を最大限図った上で、令和８年度から10年度にかけ
て段階的に構築する、少子化対策のための特定財源である。
　歳出改革による負担軽減とセットで、かつその範囲内で構築することで、支援金制度の創設によって社会保障
負担率（国全体でみた国民所得に対する社会保険料負担の割合）が上昇しないようにするもの。

30�．東日本大震災の被災者における一部負担金の免除措置について今後も延長されるのであれば、財政支援の
取扱い等については早期に決定していただき、医療保険者への事務連絡等を現期限日の概ね１か月前には発
出していただきたい。（新規）

【回答】
　ご意見を踏まえ、令和６年度健康保険組合災害臨時特例補助金（東日本大震災の被災者における一部負担金の
免除措置にかかる財政支援）については、例年よりも一月程度早い令和６年10月25日に発出を行った。

31�．マイナ保険証の利用メリットである薬剤情報・健診情報の活用により重複投薬・併用禁忌の防止などに直
接つながった場合に評価する仕組みとしていただきたい。（新規）
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【回答】
　オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を実際に診療に活用可能な体制の整備も含めた、質の
高い医療を提供するため医療DXに対応する体制を確保している場合の評価として、令和６年度診療報酬改定に
おいて「医療DX推進体制整備加算」を新設したところ。
　ご提案いただいた内容も含めて、マイナ保険証も含めた医療DXに係る診療報酬上の評価の在り方については、
中央社会保険医療協議会において検討してまいりたい。

Ⅱ　継続要望事項
＜制度関係＞
５�．柔道整復師・鍼灸師の施術に係る療養費の適正化を図るため、次の措置を講じていただきたい。（継続・修
正）

５．②　柔道整復療養費の「償還払い」については、保険者単位の「償還払い」を早急に検討すること。（修正）

【回答】
　ご指摘の「保険者単位の償還払いへの変更」については、令和６年度柔道整復療養費改定において、明細書無
償交付の実施状況等を踏まえ、令和８年度料金改定の議論に向けて、引き続き検討することとしている。

17�．保険医療機関等の指導に伴う地方厚生（支）局の返還金通知について、現物高額療養費が含まれていない
ものが多く見受けられることから、医療指導監査業務等実務要領（監査編）に基づき記載するよう、地方厚
生（支）局及び保険医療機関等に対して徹底していただきたい。
　　また、実務要領に注意事項として、その旨の記載をしていただきたい。（継続）

【回答】
　保険医療機関等において適確に記載するよう、地方厚生（支）局に徹底してまいりたい。
　また、医療指導監査業務等実施要領への記載については、今年度改訂を予定している「指導編」に盛り込む予
定。
　なお、令和４年１月以降、厚生局ホームページに返還金関係書類が簡便かつ適切に作成できる支援ツールを順
次掲載しており、現物高額療養費がある場合等の作成方法等についても併せて周知を行っている。保険医療機関
に当該支援ツールを利用して返還金書類を提出してもらうことにより、厚生局においても適切な返還金通知作成
が可能となり返還金通知作成の精度向上を図っているところ。
＜短時間労働者の適用拡大関係＞
１�．短時間労働者の適用拡大は段階的に実施されますが、短時間労働者を多く雇用する特定の業種・業態の保
険者にとっては、その拠出金負担・保険給付費等に多大な影響を生じさせることが懸念されます。令和７年
度以降も適用拡大による保険者への影響に対して十分な負担軽減措置の継続、拡充を行っていただきたい。
（継続）

【回答】
　適用拡大によって影響を受けた健康保険組合への財政支援については、令和４～６年度予算において措置され
ているところであり、執行を予定している。また、令和７年度予算としても要求を行っているところである。
＜診療（調剤）報酬明細書の取扱い関係＞
５�．リフィル処方箋の利用率が、現状では極めて低いが、その利用率を高めるための方策を講じていただきた
い。（継続・修正）

【回答】
　リフィル処方については、国から国民向けに周知・広報を行うとともに、令和６年度診療報酬改定において、
院内掲示の要件化や評価の見直しをしたかかりつけ医機能を評価する点数について、リフィル処方や長期処方を
活用することが可能であることを、患者に周知することを要件に追加する等の対応を行ったところであるが、令
和６年度診療報酬改定の答申書附帯意見に基づき、今回改定による影響の調査・検証を行うとともに、適切な運
用や活用策について引き続き検討する。
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果
に
つ
い
て
は
、理
由
を
具
体
的
に
記
載
す
る

よ
う
指
示
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
が
、
い
ま

だ
審
査
事
務
セ
ン
タ
ー
・
分
室
（
旧
支
部
）
に

よ
っ
て
は
定
型
文
で
あ
る
な
ど
徹
底
さ
れ
て

い
な
い
の
で
、改
善
さ
れ
る
よ
う
要
望
し
ま
す
。

 　

特
に
、
原
審
理
由
98
（
そ
の
他　

再
審
査

等
請
求
内
訳
票
の
連
絡
欄
に
記
載
の
理
由

に
よ
り
原
審
ど
お
り
と
し
ま
す
）
に
も
関
わ

ら
ず
、
理
由
の
記
載
の
な
い
も
の
や
、
他
の

原
審
理
由
（
テ
ン
プ
レ
ー
ト
文
）
が
貼
り
付

け
て
あ
る
だ
け
の
も
の
な
ど
「
個
別
の
症
状

に
応
じ
た
審
査
結
果
」
が
記
載
さ
れ
て
い
な

い
も
の
が
多
く
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

 　

ま
た
、
再
審
査
結
果
の
過
誤
付
箋
の
連
絡

欄
に
は
、
正
確
か
つ
丁
寧
に
記
載
す
る
よ
う

引
き
続
き
要
望
し
ま
す
。（
継
続
・
一
部
修
正
）

４
．
支
払
基
金
の
一
次
審
査
及
び
再
審
査
の

査
定
に
対
し
て
、
復
活
事
例
に
つ
い
て
は
、

「
保
険
医
療
機
関
の
請
求
理
由
（
症
状
詳

記
・
添
付
資
料
）
か
ら
判
断
し
、
妥
当
と
認

め
復
活
し
ま
し
た
」
と
の
定
型
文
だ
け
で
は

な
く
、
復
活
し
た
理
由
を
具
体
的
に
記
載
す

る
な
ど
、
保
険
者
が
納
得
で
き
る
理
由
を
記

載
す
る
よ
う
要
望
し
ま
す
。（
継
続
）

５
．
再
審
査
請
求
に
つ
い
て
は
、
６
か
月
を

超
え
た
保
険
者
か
ら
の
申
出
で
あ
っ
て
も
、

適
切
な
内
容
で
あ
れ
ば
、
受
付
を
拒
ま
な
い

と
の
こ
と
で
す
が
、
一
部
の
審
査
事
務
セ
ン

タ
ー
で
は
、
対
応
し
て
い
た
だ
け
な
い
場
合

が
あ
る
た
め
、
取
扱
い
を
徹
底
し
て
い
た
だ

く
よ
う
要
望
し
ま
す
。

き
続
き
本
事
業
に
係
る
経
費
の
縮
減
に
努

め
て
い
た
だ
き
、
利
用
料
の
引
下
げ
を
要
望

し
ま
す
。

 　

ま
た
、
利
用
料
金
の
算
定
方
法
等
に
つ
い

て
ご
教
示
い
た
だ
く
よ
う
要
望
し
ま
す
。

（
継
続
・
一
部
修
正
）

８
．
新
組
織
に
よ
る
デ
ー
タ
分
析
事
業
に
つ

い
て
、
保
険
者
や
組
合
員
本
人
が
活
用
し
や

す
い
医
療
デ
ー
タ
の
提
供
等
、
予
防
や
治
療

の
質
向
上
に
つ
な
げ
る
た
め
、
必
要
な
体
制

整
備
と
医
療
費
適
正
化
の
取
組
強
化
を
進

め
て
い
た
だ
く
よ
う
要
望
し
ま
す
。（
新
規
）

再
審
査
関
係

１
．
再
審
査
請
求
に
お
い
て
「
原
審
ど
お
り
」

と
さ
れ
た
も
の
が
、
再
々
審
査
で
は
容
認
さ

れ
る
事
例
が
い
ま
だ
に
あ
る
の
で
、
再
審
査

請
求
時
に
お
け
る
適
正
な
審
査
に
努
め
、
絶

無
を
目
指
し
て
取
り
組
ん
で
い
た
だ
く
よ

う
要
望
し
ま
す
。（
継
続
）

２
．
同
一
人
が
長
期
に
慢
性
的
受
診
し
て
い

る
ケ
ー
ス
で
、
毎
月
、
一
次
審
査
に
て
査
定

後
、
保
険
医
療
機
関
か
ら
の
再
審
査
に
よ
り

査
定
分
が
順
次
復
点
に
な
っ
て
い
る
も
の

が
い
ま
だ
に
見
受
け
ら
れ
る
の
で
、
保
険
医

療
機
関
の
指
導
を
徹
底
し
た
う
え
で
、
毅
然

と
し
た
審
査
を
要
望
し
ま
す
。

 　

ま
た
、
復
点
と
な
っ
た
と
き
は
、
必
ず
復

点
理
由
の
コ
メ
ン
ト
を
記
載
す
る
よ
う
要

望
し
ま
す
。（
継
続
）

３
．
再
審
査
請
求
及
び
再
々
審
査
請
求
の
結

総
括

１
．
新
シ
ス
テ
ム
稼
働
後
の
状
況
を
踏
ま
え
、

よ
り
一
層
の
事
務
効
率
化
と
医
療
費
の
適

正
化
に
向
け
て
、
こ
れ
ま
で
に
提
出
し
た
要

望
事
項
を
十
分
に
反
映
し
な
が
ら
、
工
程
表

等
の
着
実
な
実
施
に
向
け
て
取
り
組
ん
で

い
た
だ
く
よ
う
要
望
し
ま
す
。（
継
続
）

２
．
支
払
基
金
は
、
業
務
の
効
率
化
の
目
的

と
し
て
、
国
民
に
と
っ
て
の
メ
リ
ッ
ト
、
保

険
者
に
と
っ
て
の
メ
リ
ッ
ト
、
医
療
機
関
等

に
と
っ
て
の
メ
リ
ッ
ト
を
掲
げ
て
取
り
組

ん
で
い
た
だ
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

 　

そ
の
取
組
状
況
等
に
つ
い
て
、
単
な
る
自

己
評
価
に
終
わ
ら
な
い
よ
う
に
、
効
果
検

証
、
評
価
方
法
等
を
明
確
に
し
、
保
険
者
に

対
す
る
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
を
果
た
し

て
い
た
だ
く
よ
う
要
望
し
ま
す
。�

�

（
継
続
・
一
部
修
正
）

３
．
審
査
支
払
手
数
料
に
つ
い
て
は
、「
手
数

料
の
階
層
化
」
を
進
め
る
と
と
も
に
、
コ
ス

ト
意
識
を
持
っ
て
、
一
層
の
効
率
化
・
合
理

化
に
努
め
、
審
査
支
払
手
数
料
の
更
な
る
引

下
げ
を
要
望
し
ま
す
。（
継
続
）

４
．
審
査
事
務
集
約
後
に
お
い
て
も
、
地
域

間
審
査
差
異
の
解
消
に
努
め
る
と
と
も
に
、

引
き
続
き
Ｗ
Ｇ
で
検
討
し
た
結
果
を
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
等
に
よ
り
公
表
す
る
よ
う
要
望

し
ま
す
。（
継
続
）

５
．
新
生
支
払
基
金
の
安
定
稼
働
の
実
現
の

取
組
み
と
し
て
「
審
査
結
果
の
不
合
理
な
差

異
解
消
」
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
い
て
お
り

ま
す
が
、
同
一
人
が
複
数
月
に
わ
た
り
同
一

の
請
求
内
容
で
あ
り
な
が
ら
、
査
定
・
原
審

に
結
果
が
分
か
れ
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
た
め
、

な
お
一
層
の
差
異
解
消
（
職
員
に
よ
る
審
査

の
差
異
解
消
等
）
を
取
り
組
ん
で
い
た
だ
く

よ
う
要
望
し
ま
す
。（
新
規
）

６
．
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
項
目
の
公
開

は
進
ん
で
お
り
ま
す
が
、
未
公
開
部
分
に
つ

い
て
も
更
な
る
公
開
を
要
望
し
ま
す
。

 　

ま
た
、
査
定
の
多
い
事
例
や
査
定
額
の
高

い
事
例
な
ど
、
審
査
情
報
提
供
事
例
の
更
な

る
充
実
を
要
望
し
ま
す
。（
継
続
）

７
．
レ
セ
プ
ト
デ
ー
タ
提
供
料
に
つ
い
て
は
、

今
後
の
機
器
構
成
の
見
直
し
等
を
行
い
、
引

令
和
６
年
度 

社
会
保
険
診
療
報
酬
の
審
査
支
払
等
に
関
す
る
要
望
事
項

　

全
総
協
は
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
本
部
に
対
し
、
令
和
６
年
度
社

会
保
険
診
療
報
酬
の
審
査
支
払
等
に
関
す
る
要
望
事
項
を
、
令
和
６
年
12
月

26
日
に
提
出
し
た
。



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

― 20 ―

 　

ま
た
、
保
険
医
療
機
関
に
対
し
て
も
取
下

げ
や
再
審
査
請
求
の
提
出
は
、
現
金
給
付
に

も
影
響
す
る
た
め
早
期
に
行
う
よ
う
支
払

基
金
か
ら
指
導
し
て
い
た
だ
く
よ
う
要
望

し
ま
す
。（
継
続
）

６
．
保
険
者
か
ら
の
再
審
査
請
求
に
よ
り
、

算
定
ル
ー
ル
上
の
誤
り
を
理
由
に
査
定
対

象
と
な
る
事
例
が
い
ま
だ
散
見
さ
れ
ま
す
。

引
き
続
き
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
（
一
次
審

査
）の
対
象
項
目
の
拡
充
、精
緻
化
に
取
り
組

ん
で
い
た
だ
く
よ
う
要
望
し
ま
す
。（
継
続
）

７
．
支
払
基
金
に
お
い
て
査
定
し
た
レ
セ
プ

ト
が
、
後
日
、
保
険
医
療
機
関
か
ら
の
取
下

げ
依
頼
に
よ
り
返
戻
し
た
結
果
、
査
定
復
活

さ
れ
る
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
取
下
げ
依
頼
は

再
審
査
請
求
と
手
続
き
が
違
う
こ
と
を
保

険
医
療
機
関
に
説
明
し
て
い
る
と
の
こ
と

で
す
が
、
い
ま
だ
に
多
く
見
受
け
ら
れ
る
た

め
、
保
険
医
療
機
関
へ
の
説
明
を
徹
底
し
て

い
た
だ
く
よ
う
要
望
し
ま
す
。（
継
続
）

８
．
明
細
書
返
付
依
頼
書
の
記
載
事
項
（
再

審
査
等
対
象
種
別
・
明
細
書
区
分
・
記
号

番
号
・
査
定
後
の
点
数
等
）
に
誤
り
が
多
い

た
め
、
正
し
い
情
報
を
記
載
す
る
よ
う
、
引

き
続
き
保
険
医
療
機
関
等
へ
の
指
導
を
要

望
し
ま
す
。
併
せ
て
、
取
下
げ
依
頼
件
数
の

多
い
保
険
医
療
機
関
等
に
対
し
て
指
導
の

徹
底
を
要
望
し
ま
す
。

 　

な
お
、
明
細
書
返
付
依
頼
書
に
基
づ
き
返

戻
し
た
レ
セ
プ
ト
に
つ
い
て
、
前
月
診
療
分

レ
セ
プ
ト
の
写
し
等
が
必
要
な
場
合
は
、
あ

ら
か
じ
め
明
細
書
返
付
依
頼
書
に
記
載
す

る
よ
う
要
望
し
ま
す
。

 　

ま
た
、
返
付
済
み
の
レ
セ
プ
ト
に
対
し
、

再
度
の
返
付
依
頼
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る

こ
と
か
ら
、
支
払
基
金
側
に
お
い
て
シ
ス
テ

ム
チ
ェ
ッ
ク
等
の
仕
組
み
の
構
築
を
要
望

し
ま
す
。（
継
続
）

９
．
明
細
書
返
付
依
頼
書
に
お
い
て
対
象
レ

セ
プ
ト
が
な
い
も
の
に
つ
い
て
も
、
オ
ン
ラ

イ
ン
で
回
答
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
た
だ

く
こ
と
で
、
回
答
済
み
か
確
認
が
可
能
と
な

る
た
め
、
取
扱
い
の
変
更
を
ご
検
討
い
た
だ

く
よ
う
要
望
し
ま
す
。（
新
規
）

10
．
一
次
審
査
に
お
け
る
縦
覧
点
検
に
つ
い

て
は
、
縦
覧
点
検
の
必
要
が
あ
る
レ
セ
プ
ト

を
見
逃
す
こ
と
の
な
い
よ
う
、コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

チ
ェ
ッ
ク
の
拡
充
な
ど
、
審
査
の
精
度
を
上

げ
て
い
た
だ
く
よ
う
要
望
し
ま
す
。（
継
続
）

診
療
（
調
剤
）
報
酬
明
細
書
の
取
扱
い

関
係

１
．
レ
セ
プ
ト
の
請
求
に
関
し
て
記
号
番
号
、

性
別
、
生
年
月
日
、
本
家
区
分
、
特
記
事
項

（
特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
等
に
係
る
所
得

区
分
・
高
齢
者
の
非
課
税
区
分
の
記
載
・

限
度
額
適
用
認
定
証
の
区
分
変
更
等
）
の
記

載
誤
り
、「
症
状
詳
記
」
等
の
添
付
文
書
も

れ
が
依
然
と
し
て
見
受
け
ら
れ
る
の
で
、
保

険
医
療
機
関
に
対
す
る
広
報
の
充
実
と
一

層
の
指
導
強
化
に
努
め
て
い
た
だ
く
よ
う

要
望
し
ま
す
。（
継
続
）

２
．
恒
常
的
に
月
遅
れ
請
求
と
な
っ
て
い
る

保
険
医
療
機
関
に
対
し
て
解
消
に
努
め
て

い
る
と
の
こ
と
で
す
が
、
い
ま
だ
恒
常
的
に

月
遅
れ
請
求
と
な
っ
て
い
る
保
険
医
療
機

関
が
見
受
け
ら
れ
る
た
め
、
改
め
る
よ
う
引

き
続
き
指
導
を
要
望
し
ま
す
。（
継
続
）

３
．
資
格
関
係
や
業
務
上
の
疑
義
な
ど
で
返

戻
し
た
レ
セ
プ
ト
は
、
必
ず
過
誤
付
箋
を
付

け
た
ま
ま
訂
正
し
た
レ
セ
プ
ト
を
再
請
求
し

て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
再
出
力
の
場
合
は
、

返
戻
レ
セ
プ
ト
の
原
本
を
添
付
す
る
よ
う
、

保
険
医
療
機
関
等
に
対
し
、な
お
一
層
徹
底
し

た
指
導
を
し
て
い
た
だ
く
よ
う
要
望
し
ま
す
。

 　

ま
た
、
記
号
番
号
誤
り
等
で
一
度
返
戻
し

た
レ
セ
プ
ト
は
、
訂
正
が
さ
れ
て
い
な
け
れ

ば
保
険
医
療
機
関
等
へ
返
戻
し
て
い
た
だ

く
よ
う
要
望
し
ま
す
。（
継
続
・
一
部
変
更
）

４
．
一
次
審
査
で
査
定
さ
れ
た
レ
セ
プ
ト
に

つ
い
て
、
保
険
医
療
機
関
等
に
対
し
減
額
の

通
知
は
さ
れ
ま
す
が
レ
セ
プ
ト
は
返
戻
さ

れ
な
い
た
め
、
保
険
医
療
機
関
が
傷
病
名
等

を
追
加
し
た
新
た
な
レ
セ
プ
ト
を
作
成
し

て
請
求
し
て
く
る
こ
と
に
よ
り
重
複
請
求

が
生
じ
て
い
ま
す
。
レ
セ
プ
ト
を
再
作
成

し
な
い
よ
う
、
保
険
医
療
機
関
等
へ
の
指
導

を
徹
底
し
て
い
た
だ
く
よ
う
要
望
し
ま
す
。

 　

ま
た
、
上
記
の
重
複
例
に
限
ら
ず
、
重
複

請
求
が
い
ま
だ
多
数
見
受
け
ら
れ
る
の
で
、

シ
ス
テ
ム
対
応
を
検
討
し
て
い
た
だ
く
よ

う
要
望
し
ま
す
。（
継
続
）

５
．
一
次
査
定
の
レ
セ
プ
ト
が
、
再
審
査
で

二
次
査
定
と
な
っ
た
場
合
、
ど
の
項
目
が
査

定
さ
れ
た
か
見
わ
け
が
つ
か
な
い
た
め
、
わ

か
る
よ
う
に
表
示
し
て
い
た
だ
く
よ
う
要

望
し
ま
す
。（
新
規
）

６
．
レ
セ
プ
ト
電
子
化
に
対
応
し
た
傷
病
名

コ
ー
ド
の
統
一
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省

の
「
傷
病
名
の
統
一
に
つ
い
て
（
事
務
連

絡
）」
が
確
実
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
保
険
医

療
機
関
へ
の
指
導
を
要
望
し
ま
す
。（
継
続
）

電
算
処
理
関
係

１
．
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
シ
ス
テ
ム
に
よ
る

レ
セ
プ
ト
の
振
替
・
分
割
処
理
に
つ
い
て
、更

な
る
精
度
の
向
上
を
要
望
し
ま
す
。（
継
続
）

２
．
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
シ
ス
テ
ム
に
よ

る
レ
セ
プ
ト
の
振
替
・
分
割
処
理
で
、「
受

診
日
レ
コ
ー
ド
」
等
の
登
録
が
任
意
と
な
っ

て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
登
録

デ
ー
タ
の
不
足
に
よ
っ
て
、
新
資
格
が
あ
っ

て
も
振
替
・
分
割
で
き
な
い
も
の
が
多
数

見
受
け
ら
れ
る
た
め
、
登
録
を
必
須
と
す
る

よ
う
要
望
し
ま
す
。（
新
規
）

３
．
病
院
・
診
療
所
向
け
の
「
オ
ン
ラ
イ
ン

資
格
確
認
等
シ
ス
テ
ム
運
用
マ
ニ
ュ
ア
ル
」

の
Ｑ
＆
Ａ
に
あ
る
「
再
来
の
患
者
に
対
し
て

も
都
度
の
資
格
確
認
が
必
要
か
。」
の
問
い

に
対
す
る
回
答
で
「
原
則
と
し
て
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
又
は
健
康
保
険
証
の
提
示

を
求
め
、
都
度
の
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
受

診
の
都
度
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
を
行
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い
、
最
新
の
資
格
情
報
を
確
認
す
る
よ
う
保

険
医
療
機
関
等
に
対
し
て
広
報
し
て
い
た

だ
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
マ
イ
ナ
保
険

証
に
よ
る
受
診
が
低
調
で
あ
り
、
オ
ン
ラ
イ

ン
資
格
確
認
に
つ
い
て
も
徹
底
さ
れ
て
い

な
い
の
で
、
療
養
の
給
付
を
受
け
る
都
度
、

マ
イ
ナ
保
険
証
の
確
認
並
び
に
オ
ン
ラ
イ
ン

資
格
確
認
を
行
っ
て
い
た
だ
く
よ
う
保
険

医
療
機
関
等
に
対
し
て
一
層
の
広
報
・
指
導

を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
要
望
し
ま
す
。

 　

ま
た
、
療
養
の
給
付
を
受
け
る
都
度
、
マ

イ
ナ
保
険
証
の
確
認
並
び
に
オ
ン
ラ
イ
ン

資
格
確
認
を
行
っ
て
い
た
だ
く
よ
う
厚
生

労
働
省
へ
の
働
き
か
け
も
要
望
し
ま
す
。

（
継
続
・
一
部
修
正
）

４
．
令
和
６
年
５
月
７
日
稼
働
の
新
た
な
誤

入
力
チ
ェ
ッ
ク
シ
ス
テ
ム
’24
（
保
険
者
等
か

ら
医
療
保
険
者
等
向
け
中
間
サ
ー
バ
ー
等

に
登
録
さ
れ
る
個
人
番
号
と
加
入
者
情
報

の
紐
付
け
の
正
し
さ
の
確
認
及
び
正
し
さ

の
維
持
を
行
う
こ
と
が
目
的
）
に
よ
る
本
人

確
認
判
定
フ
ラ
グ
設
定
が
オ
ン
ラ
イ
ン
資

格
確
認
に
影
響
し
、「
資
格
情
報
閲
覧
停
止
」

や
「
医
療
情
報
・
薬
剤
情
報
等
閲
覧
停
止
」

に
な
る
も
の
が
あ
り
、
ま
た
、
加
入
中
と
資

格
喪
失
後
で
異
な
る
と
の
こ
と
で
す
。

 　

フ
ラ
グ
設
定
の
種
類
、
そ
れ
に
伴
う
オ
ン

ラ
イ
ン
資
格
確
認
シ
ス
テ
ム
側
で
の
影
響

（
保
険
者
側
で
の
影
響
（
再
審
査
請
求
前
資

格
確
認
や
レ
セ
プ
ト
の
振
分
・
分
割
に
ど

の
よ
う
に
影
響
す
る
の
か
な
ど
）
と
医
療
機

関
等
側
で
の
影
響
（
患
者
の
マ
イ
ナ
保
険
証

受
付
時
や
医
療
機
関
側
の
資
格
確
認
時
に

ど
の
よ
う
に
影
響
す
る
の
か
な
ど
））
の
詳

細
を
、
具
体
例
も
含
め
て
説
明
し
た
資
料
等

を
要
望
し
ま
す
。（
新
規
）

５
．
誤
入
力
チ
ェ
ッ
ク
’24
に
つ
い
て
、
住
所

の
突
合
時
、
丁
目
、
番
地
な
ど
明
ら
か
な
標

記
の
違
い
の
場
合
は
、
判
定
を
〇
と
し
て
い

た
だ
く
よ
う
要
望
し
ま
す
。（
新
規
）

そ
の
他

１
．
地
方
単
独
医
療
費
助
成
事
業
の
支
払
基

金
委
託
を
、
引
き
続
き
積
極
的
に
推
進
す
る

よ
う
要
望
し
ま
す
。

 　

ま
た
、
医
療
費
助
成
制
度
対
象
者
の
自
己

負
担
額
の
記
載
を
義
務
化
す
る
よ
う
、
厚
生

労
働
省
へ
の
働
き
か
け
を
要
望
し
ま
す
。

（
継
続
）

２
．
支
払
基
金
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
つ
い
て
、

掲
載
内
容
が
多
岐
に
及
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、

ニ
ー
ズ
に
応
え
る
た
め
に
利
便
性
を
考
慮
し

た
見
や
す
い
形
と
な
る
よ
う
、
常
に
改
良
し

て
い
た
だ
く
よ
う
要
望
し
ま
す
。（
継
続
）

３
．
支
払
基
金
か
ら
医
療
機
関
等
に
発
送
す

る
返
戻
レ
セ
プ
ト
等
（
返
戻
レ
セ
プ
ト
、
増

減
点
連
絡
書
、
資
格
確
認
結
果
連
絡
書
）
の

誤
送
付
に
よ
る
個
人
情
報
の
漏
え
い
に
つ

い
て
は
、
委
託
元
で
あ
る
健
保
組
合
に
お
い

て
、
該
当
被
保
険
者
へ
報
告
（
通
知
）
等
を

行
う
対
応
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

 　

令
和
６
年
度
帳
票
電
子
化
に
伴
い
、
返
戻

レ
セ
プ
ト
等
を
紙
で
送
付
す
る
対
象
の
医

療
機
関
等
は
減
少
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る

が
、
紙
に
よ
る
郵
送
方
法
が
あ
る
場
合
は
、

早
急
に
簡
易
書
留
等
へ
変
更
す
る
対
応
を

要
望
し
ま
す
。（
継
続
・
一
部
変
更
）

４
．
健
保
組
合
で
受
け
付
け
る
前
に
医
療
機

関
に
返
戻
し
た
レ
セ
プ
ト
に
つ
い
て
、
依
然

と
し
て
保
険
医
療
機
関
等
か
ら
照
会
が
あ

る
こ
と
か
ら
、
保
険
医
療
機
関
等
に
対
し
て

広
く
広
報
・
指
導
を
し
て
い
た
だ
く
よ
う

要
望
し
ま
す
。（
新
規
）

５
．
再
審
査
等
請
求
前
資
格
確
認
の
確
認
結

果
情
報
の
各
確
認
結
果
コ
ー
ド
（
１
～
10
）

の
説
明
及
び
具
体
例
を
資
料
と
し
て
示
し

て
い
た
だ
く
よ
う
要
望
し
ま
す
。
特
に
「
９

確
認
不
能
」
に
つ
い
て
、
想
定
さ
れ
る
全
て

の
具
体
例
を
示
し
て
い
た
だ
く
よ
う
要
望

し
ま
す
。（
新
規
）

６
．
訪
問
看
護
レ
セ
プ
ト
の
再
審
査
請
求
も

オ
ン
ラ
イ
ン
化
す
る
よ
う
要
望
し
ま
す
。

（
新
規
）

７
．
令
和
６
年
５
月
請
求
分
か
ら
、
請
求
関

係
帳
票
の
Ｐ
Ｄ
Ｆ
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
配

信
が
始
ま
り
ま
し
た
が
、
Ｐ
Ｄ
Ｆ
の
タ
イ
ト

ル
名
に
帳
票
の
名
称
も
記
載
し
て
い
た
だ

く
よ
う
要
望
し
ま
す
。（
新
規
）

８
．
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律

第
１
３
８
条
に
基
づ
く
被
扶
養
者
情
報
の

提
供
に
つ
い
て
は
、
該
当
者
が
い
る
場
合

は
、
電
子
媒
体
・
紙
媒
体
い
ず
れ
も
簡
易
書

留
郵
便
等
に
よ
る
送
付
、
該
当
者
が
い
な
い

場
合
は
、
紙
媒
体
を
郵
送
・
電
子
メ
ー
ル
・

Ｆ
Ａ
Ｘ
に
よ
り
毎
月
提
出
し
て
い
ま
す

（「
被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者

に
係
る
情
報
の
提
供
に
つ
い
て
」
平
成
20
年

２
月
14
日
厚
生
労
働
省
保
険
局
通
知
）。

 　

中
間
サ
ー
バ
ー
が
整
備
さ
れ
た
現
在
に

お
い
て
は
、
情
報
連
携
を
活
用
す
る
な
ど
し

て
、
事
務
の
軽
減
を
検
討
し
て
い
た
だ
く
よ

う
要
望
し
ま
す
。（
新
規
）
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支払基金の組織体制の見直しが進んでいます
※社会保障審議会　医療保険部会（令和６年11月７日）資料より

トピックス

【構成】※１
・学識経験者、被保険者
・保険者（地域保険・地域行政代表を含む）
・診療担当者
※１ 厚労大臣が指名する職員・必要な関係者が出席して意見を述べるこ
とができる。また、必要な関係者の意見を求めることができる。

【所掌】
・役員の選任・解任、予算・決算、定款・事業計画等の作成・変更、
医療 中期計画の策定、その他の重要事項の議決 ※２
※２ 審査支払に係る部分は審査支払運営委員会の専決事項とする。

【構成】※現行の理事会構成と同じ
・公益代表 理事長、専務理事、常勤理事２名

・保険者代表運営委員
・診療側代表運営委員
・被保険者代表運営委員

【所掌】
・審査支払に関する予算・決算、事業計
画等の決定・執行（専決）

【構成】
・理事長
・ （医療 担当理事）
・ （非役員）
・国保中央会役員 等
※必要に応じ外部有識者の意見を聴く

【所掌】
・医療 関連業務の執行

役員を選任・解任（厚労大臣認可）
業務を監視・監督

〔改組後〕

【構成】※四者構成
・公益代表理事
・保険者代表理事
・診療担当者代表理事
・被保険者代表理事

【所掌】
・予算・決算、事業計画等の重要事項
の議決

〔現行〕
＜理事会＞（役員）

＜医療 の推進体制＞＜審査支払運営委員会（仮）＞（役員）

＜運営会議（仮）＞（非役員）※現行の理事会の半数程度とする

選任・解任
の認可
命令違反等
の場合の
解任命令、
解任

大臣

選任・解任
の認可
命令違反等
の場合の
解任命令、
解任

大臣

※理事長、専務理事、常勤理事、監事は、
改組後においても、引き続き、業務執行
及び監査を実施。

【執行部】役員
理事長、専務理事、常勤理事３名（うち１名をCIOとする）

運営委員を選任・解任
（厚労大臣認可）

【執行部】公益代表理事（役員）
理事長、専務理事、常勤理事２名

※速やかな意思決定が
可能な人数とする

診療報酬の審査支払機能を適切に維持しながら、地方関係者の参画を得つつ、医療DX業務に係る国のガバナンスを発揮
し、柔軟で一元的な意思決定を確保するため、以下のように組織体制を見直すこととしてはどうか。

医療 関連業務に対する国のガバナンスを適切に発揮するため、独立行政法人における国の中期目標と法人の中期計画
を参考に、「医療 総合確保方針（仮称）」及び「医療 中期計画（仮称）」を定めることとしてはどうか。

医療 工程表
医療 本部決定

本部長︓内閣総理大臣

医療 総合確保方針（仮）
厚生労働大臣告示

医療 中期計画（仮）
支払基金策定

（厚生労働大臣認可）

政府が行う医療 の取組に関して、その基本的な考え方及び具体的な施策内容を定
めるもの。
（対象期間︓令和５年度～概ね令和 年度）

医療 工程表に基づき、
①国、関係主体が取り組むべき事項
②支払基金が作成する「医療 中期計画」に盛り込むべき事項
③地域医療介護総合確保方針や医療計画の基本方針等との整合性に関する事項
等を規定する。 （対象期間︓３年以上６年以下の期間）

医療 総合確保方針の実現のための目標や取り組むべき年度ごとの具体的な事項、
組織体制、人材確保、財務等を規定する。（対象期間︓３年以上６年以下の期間）
※厚労大臣の認可を受けるものとし、その実績について、厚労大臣が評価する。

新
た
に
法
定
化
す
る
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シリーズ組合訪問 

電線工業健康保険組合

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

　
大
規
模
編
入
を
機
に

　
保
健
事
業
を
再
構
築

経
常
黒
字
は
７
年
連
続
に

　

主
に
関
西
地
方
の
電
線
製
造
メ
ー
カ
ー
等
が
加
入

す
る
「
電
線
工
業
健
康
保
険
組
合
」（
理
事
長
＝
岡
田

永
信
氏
）
の
設
立
は
昭
和
32
年
10
月
で
、
今
年
で
68

年
を
迎
え
る
。

　

電
線
（
主
に
銅
線
）
の
製
造
事
業
は
、
大
き
く
は

家
電
部
門
、
建
設
部
門
に
分
か
れ
る
が
、
電
柱
を
繋

い
で
い
る
、
い
わ
ゆ
る
電
線
と
い
う
よ
り
も
、
家
電

製
品
や
自
動
車
内
部
の
機
器
に
使
わ
れ
る
内
部
配
線

や
、
ビ
ル
や
家
屋
の
配
電
に
使
わ
れ
る
屋
内
配
線
な

ど
今
後
も
幅
広
い
需
要
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。

　

関
東
地
方
に
は
、
東
日
本
電
線
工
業
健
保
組
合
が

あ
る
の
に
対
し
て
、
名
称
に
「
西
日
本
」
や
「
関
西
」

が
付
い
て
い
な
い
の
は
、
次
の
よ
う
な
経
緯
が
あ
る
。

　

設
立
当
時
の
総
合
型
健
保
組
合
創
設
に
向
け
た
行

　

令
和
４
年
９
月
に
某
会
社
の
事
業
の
効
率
化
に
よ
る
再
編
の
影
響
に
よ
り
、
子
会
社

の
４
社
、
被
保
険
者
３
８
０
０
人
が
編
入
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
収
入
が
増
加
し
た
一

方
で
、
医
療
給
付
費
や
拠
出
金
も
増
加
す
る
状
況
を
招
い
て
お
り
、
平
成
29
年
度
か
ら

続
け
て
き
た
経
常
黒
字
は
、
令
和
６
年
度
決
算
で
「
赤
字
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
状
況
」
と
い
う
。
大
規
模
編
入
は
、
保
健
事
業
に
も
影
響
を
与
え
て
お
り
、
デ
ジ
タ

ル
化
の
推
進
も
含
め
て
、
事
業
所
を
巻
き
込
ん
だ
「
土
台
づ
く
り
」
を
目
指
し
て
い
る
。

政
指
導
は
、
業
種
別
に
全
国
一
本
と
す
る
方
針
で
あ

っ
た
と
い
う
。
東
西
そ
れ
ぞ
れ
の
母
体
組
織
が
設
立

準
備
を
進
め
て
い
た
が
、
昭
和
32
年
に
関
西
地
方
の

健
保
組
合
が
先
行
し
て
創
設
さ
れ
、
そ
の
後
に
関
東

地
方
の
健
保
組
合
が
合
流
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、

「
電
線
工
業
健
康
保
険
組
合
」
と
い
う
名
称
に
な
っ
た
。

　

し
か
し
、
関
東
地
方
の
組
合
が
創
設
さ
れ
た
昭
和

34
年
に
は
、
行
政
の
方
針
と
し
て
地
域
単
位
で
の
設

立
も
可
能
と
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自

の
健
保
組
合
と
し
て
運
営
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
い

う
。
業
界
団
体
と
し
て
は
、
今
も
活
発
な
交
流
が
続

い
て
い
る
。

　

電
線
工
業
健
保
組
合
は
、
令
和
５
年
12
月
に
ビ
ル

の
老
朽
化
の
た
め
、
50
年
以
上
を
過
ご
し
て
き
た
Ｊ

〈健保組合の概況〉
〒530-0051　大阪市北区太融寺町5番13号 東梅田パークビル8F

TEL�（06）7494-3413　FAX�（06）7494-3414

理�事長＝岡田 永信�氏（協和電線工業（株）代表取締役）
常務理事＝木匠 康友�氏
設立年月日＝�昭和32年10月1日
主たる業態＝�機械器具製造業
事業所数＝67事業所
被保険者数＝19,435人（男14,046人、女5,389人）
被扶養者数＝14,642人（男5,179人、女9,463人）
平均標準報酬月額＝385,153円（男424,292円、女283,140円）
平均年齢＝43.19歳（男43.56歳、女42.24歳）
保�険料率＝96‰（一般94.7‰、調整1.3‰）
介護保険料率＝18.0‰

（令和6年10月末現在）

事務所は中央のビルの８階
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規
模
の
事
業
所
が
あ
り
、
保
健
事
業
に
も
工
夫
が
求

め
ら
れ
て
い
る
。

　

組
合
の
加
入
事
業
所
は
、
設
立
以
来
、
少
し
ず
つ

着
実
に
増
加
し
て
き
た
が
、
令
和
４
年
９
月
に
は
、

某
会
社
の
事
業
再
編
の
影
響
に
よ
り
、
そ
の
子
会
社

の
４
社
、
約
３
８
０
０
人
（
被
保
険
者
）
が
編
入
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
令
和
３
年
度
と
、

編
入
後
の
４
年
度
の
事
業
を
比
較
す
る
と
、
事
業
規

模
は
概
ね
２
割
増
し
と
な
り
、
医
療
給
付
費
や
拠
出

金
、
保
健
事
業
の
再
編
・
充
実
を
求
め
ら
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。
60
有
余
年
の
歴
史
の
あ
る
電
線
工
業
健

保
組
合
は
、
令
和
の
時
代
に
入
っ
て
、
新
た
な
拠
点

で
新
た
な
事
業
展
開
を
模
索
し
て
い
る
。

　

令
和
５
年
度
の
決
算
を
み
る
と
、
経
常
収
入
１
０

４
億
４
６
４
９
万
円
に
対
し
、
経
常
支
出
は
１
０
３

億
７
７
４
５
万
円
と
な
り
、
差
引
き
６
９
０
４
万
円

の
黒
字
と
な
っ
た
。

　

た
だ
、
医
療
給
付
費
の
伸
び
率
は
18
・
３
％
増
、

高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
拠
出
金
は
44
・
４
％
増
と
高

い
伸
び
を
示
し
て
お
り
、
特
に
前
期
納
付
金
は
約
12

億
円
か
ら
19
億
円
に
、
後
期
支
援
金
は
18
億
円
か
ら

24
億
円
へ
と
大
幅
に
伸
び
て
い
る
。
木
匠
常
務
理
事

は
、「
３
８
０
０
人
の
編
入
の
影
響
が
そ
の
ま
ま
出

た
」
と
説
明
す
る
。

　

令
和
５
年
度
の
保
険
料
率
は
96
‰
で
、
平
成
27
年

度
に
89
‰
か
ら
98
‰
へ
と
一
気
に
９
‰
引
き
上
げ
た

が
、
令
和
４
年
度
に
96
‰
に
引
き
下
げ
て
現
在
に
至

っ
て
い
る
。
そ
の
影
響
で
黒
字
決
算
は
９
年
連
続
と

な
っ
て
い
る
。

　

木
匠
常
務
理
事
は
、
料
率
変
更
の
経
緯
に
つ
い
て

「
保
険
料
率
は
、
27
年
度
に
大
幅
に
引
き
上
げ
た
が
、

そ
の
２
～
３
年
前
か
ら
、〝
こ
の
ま
ま
で
は
ダ
メ
や

ダ
メ
や
〟
と
今
後
の
財
政
の
厳
し
さ
を
訴
え
続
け
て

な
ん
と
か
理
解
が
得
ら
れ
た
」
と
い
う
。

　

そ
の
後
の
財
政
運
営
は
、
見
込
み
ど
お
り
に
安
定

基
調
に
転
換
す
る
こ
と
が
で
き
、
積
立
金
も
増
え
て

い
っ
た
。
し
か
し
、
そ
う
な
る
と
「
母
体
か
ら
の
料

率
引
下
げ
の
要
望
が
強
ま
っ
て
、
現
状
な
ら
ば
下
げ

ら
れ
る
が
、
先
を
見
れ
ば
ま
た
上
げ
な
く
て
は
な
ら

な
い
、
と
い
う
説
明
を
し
て
、
そ
の
点
の
了
解
を
得

て
か
ら
引
下
げ
に
踏
み
切
っ
た
。
５
年
度
の
決
算
は
、

な
ん
と
か
黒
字
を
確
保
し
た
が
、
６
年
度
に
つ
い
て

は
拠
出
金
等
の
伸
び
の
影
響
も
見
込
ま
れ
、
し
ん
ど

い
か
な
…
。
う
ま
く
い
け
ば
経
常
黒
字
に
な
る
と
期

待
も
し
て
い
る
が
、い
ま
は
赤
字
を
覚
悟
し
て
い
る
」

（
木
匠
常
務
理
事
）
と
厳
し
い
財
政
状
況
を
訴
え
る
。

　

そ
の
令
和
６
年
度
予
算
は
、
経
常
収
入
１
０
０
億

５
０
１
９
万
円
に
対
し
て
、
経
常
支
出
は
１
１
５
億

６
１
６
３
万
円
と
赤
字
予
算
を
組
ん
で
い
る
。
主
な

要
因
は
、
高
齢
者
拠
出
金
等
の
増
で
あ
る
。
保
険
料

収
入
の
伸
び
（
１
・
３
％
増
）
に
対
し
て
、
拠
出
金

等
は
16
・
９
％
増
を
見
込
ん
で
い
る
。「
保
険
料
収

入
が
思
っ
た
ほ
ど
伸
び
て
お
ら
ず
、
世
の
中
の
賃
上

げ
の
ト
レ
ン
ド
に
追
い
つ
い
て
い
な
い
こ
と
も
要
因

の
ひ
と
つ
」（
木
匠
常
務
理
事
）
と
い
う
。

健
診
実
施
率
は
順
調
に
上
昇

　

電
線
工
業
健
保
組
合
の
被
保
険
者
の
多
く
は
、
電

線
を
製
造
す
る
工
場
の
従
業
員
で
、
平
均
年
齢
は
43

歳
と
な
っ
て
い
る
。
特
定
健
診
・
保
健
指
導
の
実
施

率
（
令
和
４
年
度
→
５
年
度
→
６
年
度
、
い
ず
れ
も

10
月
末
）
は
、
特
定
健
診
の
受
診
率
＝
73
・
７
％

Ｒ
大
阪
駅
北
側
の
芝
田
町
か
ら
、
南
側
の
太
融
寺
町

に
あ
る
ビ
ル
の
８
階
に
移
転
し
て
き
た
。
と
も
に
大

阪
で
も
有
数
の
繁
華
街
「
梅
田
」
の
界
隈
で
利
便
性

に
は
事
欠
か
な
い
。

　

職
員
は
、
木き

匠つ
い

常
務
理
事
を
先
頭
に
、
加
納
総
務

部
長
を
は
じ
め
、
総
務
・
経
理
・
保
健
事
業
関
係
に

３
人
、
適
用
・
給
付
関
係
に
２
人
、
レ
セ
プ
ト
関
係

に
１
人
の
合
計
９
人
で
、
約
３
万
４
０
０
０
人
の
加

入
者
の
健
康
を
守
っ
て
い
る
。
新
た
な
拠
点
を
得
て

引
越
し
か
ら
約
１
年
が
経
ち
、
職
員
一
同
で
事
業
の

更
な
る
充
実
を
目
指
す
こ
と
と
な
っ
た
。

　

現
在
の
適
用
事
業
所
数
は
67
、
被
保
険
者
数
は
１

万
９
４
３
５
人
と
な
っ
て
い
る
。
多
く
は
関
西
地
方

に
立
地
し
て
い
る
が
、
九
州
や
四
国
地
方
に
も
百
人

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
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→
75
・
０
％
→
77
・
８
％
と
順
調
に
増
加
し
て
い
る
。

特
定
保
健
指
導
の
実
施
率
＝
９
・
９
％
→
９
・
３
％

→
15
・
１
％
と
推
移
し
て
い
る
。
被
扶
養
者
へ
の
特

定
健
診
・
保
健
指
導
の
実
施
が
課
題
で
、
案
内
状
は

被
扶
養
者
名
で
自
宅
に
郵
送
し
て
い
る
が
、
そ
の
成

果
も
こ
れ
か
ら
と
い
う
。
健
診
後
の
保
健
指
導
も
緒

に
就
い
た
ば
か
り
で
あ
る
が
、
や
は
り
今
後
の
成
果

が
期
待
さ
れ
る
。
こ
の
ほ
か
、
外
国
人
労
働
者
も
増

加
傾
向
に
あ
り
、
健
診
や
保
健
事
業
へ
の
理
解
・
価

値
観
の
違
い
も
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
。

　

保
健
事
業
に
も
大
規
模
編
入
の
影
響
が
あ
る
と
い

い
、
木
匠
常
務
理
事
は
、「
新
規
の
加
入
事
業
所
の
い

く
つ
か
は
保
健
事
業
へ
の
関
心
も
高
く
、
就
業
時
間

内
の
健
診
受
診
に
も
理
解
が
あ
る
。
健
診
受
診
機
関

の
指
定
も
あ
っ
て
、
保
健
師
に
よ
る
独
自
の
取
組
み

が
行
わ
れ
て
い
た
り
、
健
康
経
営
に
も
取
り
組
ん
で

い
る
の
で
、
そ
の
点
は
よ
か
っ
た
が
、
そ
れ
以
外
の

事
業
所
に
は
、
ま
だ
ま
だ
期
待
す
る
こ
と
が
た
く
さ

ん
あ
る
」
と
い
う
現
状
を
説
明
す
る
。

　

そ
の
ひ
と
つ
に
健
康
管
理
委
員
会
の
活
性
化
が
あ

る
。
一
部
の
事
業
所
か
ら
は
、
ウ
ェ
ブ
形
式
で
も
打

ち
合
わ
せ
を
し
た
い
と
い
う
申
し
出
も
あ
る
。
一
方

で
、
委
員
会
を
開
催
し
て
も
、
委
任
状
の
提
出
が
続

い
て
い
る
事
業
所
も
固
定
化
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
。

　

今
後
の
保
健
事
業
の
展
開
に
つ
い
て
木
匠
常
務
理

事
は
、「
事
業
所
の
皆
様
は
忙
し
く
さ
れ
て
い
る
よ

う
で
、
日
時
を
決
め
て
集
ま
り
に
く
い
状
態
が
続
い

て
い
る
。
今
回
の
編
入
を
機
に
、
更
な
る
体
制
の
充

実
を
目
指
し
て
環
境
を
整
備
し
て
い
き
た
い
。
例
え

ば
、
加
入
事
業
所
と
オ
ン
ラ
イ
ン
で
つ
な
い
で
連
絡

も
密
に
で
き
る
よ
う
な
状
態
に
し
て
い
き
た
い
」
と

展
望
し
て
い
る
。

　

そ
の
た
め
に
は
デ
ジ
タ
ル
化
も
課
題
で
、「
保
健

事
業
に
限
ら
ず
、
各
種
の
届
出
も
含
め
て
進
め
て
い

け
れ
ば
事
務
の
効
率
化
に
も
つ
な
が
る
。
マ
イ
ナ
保

険
証
へ
の
転
換
へ
の
取
組
み
は
、
そ
の
一
環
と
い
う

位
置
付
け
も
あ
る
が
、
職
員
の
努
力
に
よ
っ
て
、
も

と
も
と
小
ま
め
に
情
報
の
確
認
・
入
力
を
し
て
い
た

の
で
、
昨
年
の
夏
頃
は
苦
労
も
あ
っ
た
が
、
準
備
は

比
較
的
順
調
に
進
ん
だ
」
と
い
う
。

　

こ
れ
ら
課
題
へ
の
対
応
に
つ
い
て
は
、「
デ
ジ
タ

ル
化
に
つ
い
て
は
、
小
規
模
事
業
所
で
ど
こ
ま
で
体

制
整
備
が
で
き
る
の
か
。
事
業
所
の
対
応
、
進
捗
の

バ
ラ
ツ
キ
を
解
消
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
事
務
所

を
あ
げ
て
積
極
的
な
事
業
展
開
を
し
て
い
き
た
い
。

立
て
直
し
と
い
う
よ
り
も
、
土
台
づ
く
り
か
ら
進
め

た
い
。
個
々
の
事
業
所
に
当
た
っ
て
了
解
を
得
て
い

く
地
道
な
取
組
み
も
必
要
に
な
る
」
と
決
意
を
語
る
。

事業所には「平等」の姿勢 
それには経験と勉強も大事
　電線工業健康保険組合

常務理事 木
き

匠
つい

 康
やす

友
とも

 氏

　「私を入れて９人」という事務所は、
JR大阪駅近くの繁華街・ビジネス街に
あるが、「すぐ近くには、町名にもな
っている太融寺（新西国33か所霊場２

番札所）もあって、静かな一面、雑多な場所ですが、引っ越し
から１年、ようやく慣れてきたところ」と紹介する。
　仕事を進めるにあたっては、健保組合の多様な事務について、
「職員の皆が絡んでもらえるような仕事の仕方、誰かが休んでも
フォローができる体制はできています」と信頼を寄せている。
　その基本的な姿勢については、「とにかく事業所に対しては平
等な取り扱いをすること。法律でいろいろな縛りがあるなかで、
例えば給付については「アカンもんはアカン」と言えること。
ただ、グレーな給付があって迷ったときは、支給できる方向性
で平等に考えてほしい。それには、日頃からの経験と勉強も大
事」と話をしているという。
　健保組合を取り巻く状況については、「新しい事務が増えてき
ており、法律、制度は、ころころ変えないでほしい」と。また、
「健保組合は被保険者数が伸びていけばよいが、今回、事業所の
編入があって被保険者数が大幅に増えたことで、改めて拠出金
の負担が大変なことを実感した」という。
　健康法については、月２回のゴルフを欠かさないようにしている。
「年齢とともに距離が出なくなって…、ボールを失くすことは減り
ましたが、歩く距離は増えています」と自身のゴルフを説明する。

シリーズ組合訪問  UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
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○
医
療
制
度
等
対
策
委
員
会

　

令
和
６
年
11
月
14
日
、
静
岡
県
熱
海

市
の
東
京
電
子
機
械
工
業
健
保
組
合
伊

豆
山
温
泉
保
養
所
で
、
令
和
６
年
度
第

２
回
医
療
制
度
等
対
策
委
員
会
を
開
催

し
、
委
員
10
名
が
出
席
し
た
。

　

支
払
基
金
本
部
へ
提
出
す
る
「
令
和

６
年
度
社
会
保
険
診
療
報
酬
の
審
査
支

払
等
に
関
す
る
要
望
事
項
」
に
つ
い
て

検
討
集
約
を
行
っ
た
。

　

取
り
ま
と
め
た
要
望
事
項
（
37
項

目
）
に
つ
い
て
は
、
12
月
26
日
、
支
払

基
金
本
部
及
び
健
康
保
険
組
合
連
合
会

へ
そ
れ
ぞ
れ
提
出
し
た
（
19
～
21
頁
参

照
）。

○
地
区
協
議
会
会
長
等
会
議

　

令
和
６
年
11
月
28
日
、
東
京
都
千
代

田
区
の
出
版
健
保
会
館
で
、
令
和
６
年

度
地
区
協
議
会
会
長
等
会
議
を
開
催
し
、

地
協
会
長
、
委
員
会
委
員
長
等
12
名
が

出
席
し
た
。

　

協
議
事
項
の
①
厚
生
労
働
省
と
の
事

務
打
合
せ
の
進
め
方
等
、
②
全
総
協
の

令
和
７
年
度
事
業
計
画
方
針
、
③
近
況

報
告
に
つ
い
て
、
意
見
交
換
を
行
っ
た
。

○
厚
生
労
働
省
と
の
事
務
打
合
せ
会

　

令
和
６
年
11
月
28
日
、
東
京
都
千
代

田
区
の
出
版
健
保
会
館
で
、
厚
生
労
働

省
保
険
局
保
険
課
と
の
事
務
打
合
せ
会

を
行
っ
た
（
６
～
18
頁
参
照
）。

○
総
合
組
合
調
査
会

　

令
和
６
年
12
月
16
日
、
東
京
都
新
宿

区
の
コ
モ
レ
四
谷
タ
ワ
ー
コ
ン
フ
ァ
レ

ン
ス
で
、
令
和
６
年
度
総
合
組
合
調
査

会
（
健
保
連
主
催
）
が
開
催
さ
れ
、
健

保
連
よ
り
委
嘱
さ
れ
た
総
合
組
合
調
査

会
委
員
16
名
が
出
席
し
た
。

　

会
議
で
は
、
全
総
協
ア
ン
ケ
ー
ト
の

調
査
結
果
説
明
及
び
意
見
交
換
事
項
に

つ
い
て
、
健
康
保
険
組
合
連
合
会
会
長

代
理
の
佐
野
雅
宏
氏
を
は
じ
め
、
理

事
・
幹
部
職
員
と
活
発
な
意
見
交
換
を

行
っ
た
。

○
事
務
局
長
会
議

　

令
和
６
年
12
月
18
日
、
東
京
都
千
代

田
区
の
薬
業
健
保
会
館
で
、
令
和
６
年

度
地
区
協
議
会
事
務
局
長
会
議
を
開
催

し
、
事
務
局
長
等
８
名
と
広
報
委
員
会

の
笹
川
委
員
長
が
出
席
し
た
。

　

後
藤
専
務
理
事
が
「
健
康
保
険
組
合

を
取
り
巻
く
動
向
等
に
つ
い
て
」、
事

務
局
の
外
久
保
氏
が
「
全
総
協
の
事
業

概
要
に
つ
い
て
」
を
説
明
し
、
意
見
交

換
を
行
っ
た
。

○
広
報
委
員
会

　

令
和
７
年
１
月
14
日
、
東
京
都
千
代

田
区
の
薬
業
健
保
会
館
で
、
令
和
６
年

度
第
４
回
広
報
委
員
会
を
開
催
し
、
委

員
９
名
が
出
席
し
た
。

　

協
議
事
項
の
①
「
総
合
け
ん
ぽ
」
第

１
６
３
号
（
令
和
７
年
１
月
号
）
の
校

正
等
、
②
同
第
１
６
４
号
（
令
和
７
年

４
月
号
）
の
編
集
方
針
等
に
つ
い
て
検

討
し
た
。

広報委員会

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

予告 ���全総協第119回定例総会及び福祉共済会�

第18回定例総会を次のとおり開催します

日時　令和７年３月24日（月）
　　　13時00分～16時00分
　　　（※�15時00分～16時00分は説明会を予定）
場所　東実健保会館
　　　東京都中央区東日本橋３－10－４
議題　○令和７年度事業計画（案）
　　　○令和７年度収入支出予算（案）
　　　○その他
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千
葉　
　
　
　
　
　
　

（
千
葉
県
総
合
健
康
保
険
組
合
協
議
会
）

○
令
和
６
年
度
第
２
回
総
会

　

令
和
６
年
12
月
２
日
、
千
葉
市
中
央

区
の
オ
ー
ク
ラ
千
葉
ホ
テ
ル
で
、
令
和

６
年
度
第
２
回
総
会
を
開
催
し
、
９
組

合
16
名
が
出
席
し
た
。

　

冒
頭
、
笠
原
会
長
の
健
康
保
険
組
合

を
巡
る
情
勢
及
び
千
総
協
・
全
総
協
の

事
業
へ
の
協
力
依
頼
を
含
め
た
挨
拶
の

後
、
①
令
和
６
年
度
事
業
中
間
報
告
、

②
令
和
７
年
度
事
業
計
画
に
つ
い
て
審

議
し
、
原
案
ど
お
り
承
認
し
た
。

　

ま
た
、
全
国
総
合
健
康
保
険
組
合
協

議
会
専
務
理
事
の
後
藤
利
美
氏
に
よ
る

「
健
康
保
険
組
合
を
取
り
巻
く
動
向
等

に
つ
い
て
」
と
題
す
る
情
勢
報
告
の
後

に
意
見
交
換
も
行
わ
れ
た
。

東
京　
　
　
　
　
　
　

（
東
京
都
総
合
健
康
保
険
組
合
協
議
会
）

○
係
長
・
主
任
研
修
会

　

令
和
６
年
10
月
31
日
、
千
代
田
区
の

薬
業
健
保
会
館
で
、
係
長
・
主
任
研
修

会
を
開
催
し
、
54
組
合
76
名
が
参
加
し

た
。

　

冒
頭
、
南
副
会
長
の
挨
拶
の
後
、
合

同
会
社
Ａ
Ｌ
Ｅ
Ｏ
Ｎ
の
石
井
美
江
氏
に

よ
り
「
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ス
キ
ル
」
を
テ
ー

マ
に
係
長
・
主
任
の
立
場
と
役
割
、

「
ビ
ジ
ネ
ス
ス
キ
ル
」
を
テ
ー
マ
に
問

題
意
識
と
改
善
意
識
等
に
つ
い
て
の
説

明
が
あ
り
、
グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ

ョ
ン
が
行
わ
れ
た
。

　

ま
た
、
株
式
会
社
法
研
「
週
刊
社
会

保
障
」
副
主
幹
の
野
原
義
明
氏
に
よ
り
、

「
医
療
保
険
改
革
に
向
け
た
政
策
決
定

過
程
と
実
際
」
と
題
す
る
講
演
が
行
わ

れ
た
。

○
部
・
課
長
研
修
会

　

令
和
６
年
11
月
28
日
、
千
代
田
区
の

薬
業
健
保
会
館
で
、
部
・
課
長
研
修
会

を
開
催
し
、
49
組
合
69
名
が
参
加
し
た
。

　

冒
頭
、
栗
田
副
会
長
の
挨
拶
の
後
、

合
同
会
社
Ａ
Ｌ
Ｅ
Ｏ
Ｎ
の
石
井
美
江
氏

に
よ
り
「
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ス
キ
ル
」
を
テ
ー

マ
に
部
下
育
成
に
向
け
て
、「
ビ
ジ
ネ
ス

ス
キ
ル
」
を
テ
ー
マ
に
、
職
場
風
土　

の
醸
成
等
に
つ
い
て
講
義
が
行
わ
れ
た
。

　

ま
た
、
株
式
会
社
法
研
「
週
刊
社
会

保
障
」
副
主
幹
の
野
原
義
明
氏
に
よ
り
、

「
令
和
７
年
度
の
健
保
組
合
関
係
予
算

案
と
諸
課
題
」
と
題
す
る
講
演
が
行
わ

れ
た
。

○
テ
ー
マ
別
研
修
会

　

令
和
６
年
12
月
13
日
、
千
代
田
区
の

薬
業
健
保
会
館
で
、
テ
ー
マ
別
研
修
会

を
開
催
し
、
74
組
合
96
名
が
参
加
し
た
。

　

東
総
協
の
齊
藤
事
務
局
長
に
よ
り

「
被
扶
養
者
に
係
る
法
令
・
通
知
な
ど
」

と
題
す
る
講
義
が
あ
り
、
そ
の
後
、
自

組
合
の
認
定
方
法
や
他
組
合
の
対
応
方

法
に
つ
い
て
、
グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
た
。

○
新
年
賀
詞
交
歓
会

　

令
和
７
年
１
月
８
日
、
千
代
田
区
の

ア
ル
カ
デ
ィ
ア
市
ヶ
谷
で
、
東
総
協
と

（
一
社
）
東
振
協
共
催
の
新
年
賀
詞
交

歓
会
を
開
催
し
た
。

　

会
員
組
合
か
ら
は
、
１
３
４
名
の
参

加
が
あ
り
、
国
会
議
員
、
厚
生
労
働
省
、

関
係
団
体
か
ら
多
数
の
来
賓
を
迎
え
て
、

総
勢
２
２
３
名
で
盛
大
に
行
わ
れ
た
。

○
事
務（
局
）長
研
修
会

　

令
和
７
年
１
月
15
日
、
千
代
田
区
の

薬
業
健
保
会
館
で
、
事
務
（
局
）
長
研

修
会
を
開
催
し
、
69
組
合
80
名
が
参
加

東総協　部・課長研修会
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し
た
。

　

冒
頭
、
清
水
常
務
理
事
の
挨
拶
の
後
、

関
東
信
越
厚
生
局
健
康
福
祉
部
保
険
課

社
会
保
険
監
査
指
導
官
の
池
田
亮
平
氏

及
び
組
合
係
の
須
永
恭
平
氏
に
よ
り
、

「
令
和
７
年
度
の
予
算
編
成
に
つ
い
て
」

等
と
題
す
る
講
義
が
行
わ
れ
た
。

　

続
い
て
、
合
同
会
社
Ａ
Ｌ
Ｅ
Ｏ
Ｎ
の

石
井
美
江
氏
に
よ
り
「
令
和
６
年
度
階

層
別
研
修
を
振
り
返
っ
て
」
等
と
題
す

る
講
義
が
行
わ
れ
た
。

　

ま
た
、
株
式
会
社
法
研
「
週
刊
社
会

保
障
」
副
主
幹
の
野
原
義
明
氏
に
よ
り
、

「
令
和
７
年
度
予
算
（
厚
労
省
関
連
）
と

医
療
保
険
制
度
改
革
」
と
題
す
る
講
演

が
行
わ
れ
た
。

神
奈
川　

 　
　
　
　

（
神
奈
川
県
総
合
健
康
保
険
組
合
協
議
会
）

○
一
般
教
養
研
修
会

　

令
和
６
年
10
月
２
日
及
び
11
月
13
日
、

横
浜
市
中
区
の
ロ
イ
ヤ
ル
ホ
ー
ル
ヨ
コ

ハ
マ
で
、
一
般
教
養
研
修
会
を
開
催
し
、

会
員
16
組
合
98
名
に
加
え
、
会
員
外
13

組
合
25
名
が
参
加
し
た
。

　

両
日
と
も
に
、
厚
生
労
働
省
保
険
局

保
険
課
健
康
保
険
組
合
係
長
の
髙
橋
智

明
氏
を
講
師
に
迎
え
、「
健
康
保
険
組

合
と
個
人
情
報
」
と
題
す
る
講
演
が
行

わ
れ
た
。

　

ま
た
、
早
稲
田
大
学
ス
ポ
ー
ツ
科
学

学
術
院
教
授
で
整
形
外
科
医
・
ス
ポ
ー

ツ
ド
ク
タ
ー
の
金
岡
恒
治
氏
を
講
師
に

迎
え
、「
身
体
機
能
向
上
エ
ク
サ
サ
イ

ズ
で
ラ
イ
フ
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
向
上
！　

―
腰
痛
・
肩
こ
り
改
善
の
エ
ク
サ
サ
イ

ズ
―
」
と
題
す
る
講
演
が
行
わ
れ
た
。

○
時
勢
研
修
会

　

令
和
６
年
12
月
５
日
、
横
浜
市
西
区

の
ホ
テ
ル
プ
ラ
ム
横
浜
で
、
時
勢
研
修
会

を
開
催
し
、
16
組
合
30
名
が
参
加
し
た
。

　

全
国
総
合
健
康
保
険
組
合
協
議
会
専

務
理
事
の
後
藤
利
美
氏
を
講
師
に
迎
え
、

「
健
康
保
険
組
合
を
取
り
巻
く
動
向
等

に
つ
い
て
」
と
題
す
る
講
演
が
行
わ
れ

た
。

中
部　
　
　
　
　
　
　

（
中
部
地
区
総
合
健
康
保
険
組
合
協
議
会
）

○
事
務
長
等
研
修
会

　

令
和
６
年
11
月
14
～
15
日
、
名
古
屋

市
東
区
の
ホ
テ
ル
メ
ル
パ
ル
ク
名
古
屋

で
、
事
務
長
等
研
修
会
を
開
催
し
、
31

組
合
39
名
が
参
加
し
た
。

　

１
日
目
は
、
株
式
会
社
あ
ま
の
創
健

課
長
の
松
岡
忠
彦
氏
と
主
任
の
仲
畑
和

真
氏
を
講
師
に
迎
え
、「
総
合
評
価
指

標
の
比
較
～
対
応
事
業
を
共
有
化
し
、

今
必
要
な
保
健
事
業
を
考
え
る
～
」
を

テ
ー
マ
に
講
義
と
グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス
カ

ッ
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
た
。

　

２
日
目
は
、
開
業
保
健
師
・
健
康
運

動
指
導
士
の
田
口
芳
子
氏
に
よ
り
、

「
ラ
イ
ン
ケ
ア
研
修
～
管
理
職
だ
か
ら

で
き
る
こ
と
～
」
と
題
す
る
講
義
が
行

わ
れ
た
。

○
組
織
検
討
委
員
会

　

令
和
６
年
12
月
13
日
、
名
古
屋
市
中

村
区
の
名
鉄
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
で
、
組

織
検
討
委
員
会
を
開
催
し
、
７
組
合
７

名
・
正
副
会
長
３
名
・
事
務
局
１
名
合

わ
せ
て
11
名
が
出
席
し
た
。

　

議
題
と
し
て
、
①
委
員
会
の
副
委
員

長
の
選
出
、
②
令
和
７
年
度
の
事
業
計

画
案
等
に
つ
い
て
検
討
し
、
可
決
承
認

し
た
。

近
畿　
　
　
　
　
　
　

（
近
畿
総
合
健
康
保
険
組
合
協
議
会
）

○
福
利
厚
生
委
員
会

　

令
和
６
年
10
月
26
日
、
兵
庫
県
三
田

市
の
「
し
い
茸
園
有
馬
富
士
」
で
、
職

員
家
族
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
大
会
を
開

催
し
、
23
組
合
69
名
が
参
加
し
た
。

　

し
い
茸
狩
り
と
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
を
楽

し
み
、
交
流
を
深
め
た
。

　

令
和
６
年
10
月
28
日
兵
庫
地
区
、
11

月
15
日
京
滋
地
区
、
11
月
21
日
阪
和
地

区
で
、
ボ
ウ
リ
ン
グ
大
会
を
開
催
し
、

延
べ
34
組
合
１
１
８
名
が
参
加
し
た
。

○
業
務
対
策
委
員
会

　

令
和
６
年
10
月
30
日
、
大
阪
市
中
央

区
の
大
阪
府
建
築
健
保
会
館
で
、
業
務

対
策
委
員
会
と
保
健
師
会
合
同
に
よ
る

健
康
開
発
研
究
会
を
開
催
し
、
31
組
合

35
名
が
出
席
し
た
。

　

青
島
会
長
の
開
催
挨
拶
の
後
、「
第

３
期
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
の
推
進
」
に

つ
い
て
、
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
形
式
で
意

見
交
換
を
行
っ
た
。
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○
講
演
会

　

令
和
６
年
12
月
４
日
、
大
阪
市
中
央

区
の
シ
テ
ィ
プ
ラ
ザ
大
阪
で
、
講
演
会

を
開
催
し
、
54
組
合
87
名
が
出
席
し
た
。

　

青
島
会
長
の
開
催
挨
拶
の
後
、
株
式

会
社
法
研
「
週
刊
社
会
保
障
」
副
主
幹

の
野
原
義
明
氏
に
よ
り
、「
令
和
７
年
度

の
健
保
組
合
関
係
予
算
案
と
関
連
す
る

諸
改
革
」
と
題
す
る
講
演
が
行
わ
れ
た
。

○
広
報
委
員
会

　

令
和
６
年
12
月
６
日
、
大
阪
府
吹
田

市
の
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
リ
ゾ
ー
ト
大
阪
で
、

広
報
委
員
会
を
開
催
し
、
14
組
合
17
名

が
出
席
し
た
。

　

古
河
委
員
長
の
開
催
挨
拶
の
後
、
広

報
誌
「
き
ず
な
」
１
４
４
号
の
校
正
と

次
号
の
編
集
企
画
及
び
原
稿
の
分
担
等

に
つ
い
て
検
討
し
た
。

　

そ
の
後
、
青
島
会
長
が
情
勢
報
告
を

兼
ね
て
挨
拶
し
た
。

○
医
療
制
度
対
策
委
員
会

　

令
和
７
年
１
月
９
日
、
大
阪
市
中
央

区
の
大
織
健
保
会
館
で
、
医
療
制
度
対

策
委
員
会
を
開
催
し
、
15
組
合
16
名
が

出
席
し
た
。

　

山
上
委
員
長
の
開
催
挨
拶
の
後
、
議

題
の
「
令
和
６
年
度
事
業
報
告
」
を
説

明
し
、「
令
和
７
年
度
活
動
計
画
案
」
等

に
つ
い
て
検
討
し
た
。

　

最
後
に
、
青
島
会
長
が
情
勢
報
告
を

兼
ね
て
挨
拶
し
た
。

九
州　
　
　
　
　
　
　

（
九
州
地
区
総
合
健
康
保
険
組
合
協
議
会
）

○
令
和
６
年
度
研
究
会

　

令
和
６
年
11
月
20
日
、
福
岡
市
博
多

区
の
福
岡
朝
日
ビ
ル
で
、
令
和
６
年
度

研
究
会
を
開
催
し
、
５
組
合
８
名
が
参

加
し
た
。

　

各
組
合
か
ら
令
和
５
年
度
決
算
概
要

に
係
る
説
明
や
事
前
に
出
さ
れ
た
研
究

課
題
（
マ
イ
ナ
保
険
証
・
保
健
事
業
関

連
）
に
つ
い
て
協
議
し
た
。

　

令
和
７
年
度
の
総
会
に
つ
い
て
は
、

令
和
７
年
４
月
に
開
催
す
る
予
定
と
し

た
。

○
職
員
研
修
会

　

令
和
６
年
11
月
27
日
、
大
分
市
の

ア
ー
ト
ホ
テ
ル
大
分
で
、
職
員
研
修
会

を
開
催
し
、
５
組
合
７
名
が
参
加
し
た
。

　
「
傷
病
手
当
金
の
適
正
な
支
給
決
定

に
つ
い
て
」
を
テ
ー
マ
に
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
た
。

3

5,500 5,500
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表紙のことば

白
川
郷
合
掌
造
り
集
落

�

（
岐
阜
県
大
野
郡
白
川
村
）

　

白
川
村
は
、
白
山
山
系
を
経
て
富
山
県
・

石
川
県
と
境
界
を
な
し
て
お
り
、
合
掌
造
り

集
落
群
は
、
村
の
中
央
や
や
北
側
に
位
置
す

る
荻
町
地
区
に
あ
り
ま
す
。
急
峻
な
山
々
に

囲
ま
れ
た
村
は
約
96
％
が
山
林
か
ら
な
り
、

飛
騨
地
域
の
中
で
も
山
ひ
だ
の
険
し
い
地
域

で
日
本
有
数
の
豪
雪
地
帯
で
す
。
そ
の
た
め
、

か
つ
て
は
冬
季
に
周
辺
と
の
交
流
を
遮
断
さ

れ
秘
境
と
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、

夏
は
涼
し
く
過
ご
し
や
す
い
反
面
、
冬
は
一

面
の
雪
に
覆
わ
れ
る
と
い
う
特
徴
を
う
ま
く

生
か
し
て
生
活
し
て
き
ま
し
た
。

　

村
は
、
こ
こ
に
立
地
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、

合
掌
造
り
や
住
民
が
扶
け
合
う
「
結ゆ

い

」
の
精

神
、
ど
ぶ
ろ
く
祭
り
を
始
め
と
す
る
伝
統
行

事
、
有
形
・
無
形
の
文
化
財
な
ど
、
今
で
は

国
際
的
に
も
注
目
さ
れ
る
様
々
な
文
化
を
守

り
育
む
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
ま
す
。

　

日
本
の
原
風
景
と
も
い
う
べ
き
美
し
い
景

観
を
な
す
合
掌
造
り
集
落
が
評
価
さ
れ
、
１

９
７
６
年
に
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地

区
、
さ
ら
に
、
１
９
９
５
年
に
は
五ご

箇か

山や
ま

（
富
山
県
）
と
共
に
、
白
川
郷
・
五
箇
山
の
合

掌
造
り
集
落
と
し
て
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
遺
産

（
文
化
遺
産
）
に
登
録
さ
れ
ま
し
た
。

家
屋
の
保
存
活
動

　

合
掌
造
り
家
屋
は
、
江
戸
中
期
か
ら
昭
和

初
期
ま
で
白
川
村
か
ら
富
山
県
の
五
箇
山
地

区
に
か
け
て
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
古
い
建
物

で
築
３
０
０
年
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
昭
和
20
年
代
か
ら
始
ま
っ
た
ダ
ム
建
設

に
よ
り
集
落
が
水
没
す
る
な
ど
し
て
減
少
し

て
い
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
集
団
離
村
や
火

災
に
よ
る
焼
失
も
あ
り
、
合
掌
造
り
家
屋
の

多
く
が
転
売
や
消
失
を
し
ま
し
た
。

　

こ
の
ま
ま
で
は
白
川
村
の
合
掌
造
り
が
な

く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
危
機
感
か
ら
、
地

域
内
の
資
源
を
「
売
ら
な
い
」「
貸
さ
な
い
」

「
壊
さ
な
い
」
と
い
う
３
原
則
を
掲
げ
て
、

「
白
川
郷
荻
町
集
落
の
自
然
環
境
を
守
る
会
」

が
発
足
し
、
保
存
活
動
が
始
ま
り
ま
し
た
。

屋
根
の
葺
き
替
え

　

合
掌
造
り
と
は
、
木
材
を
梁
の
上
に
手
の

ひ
ら
を
合
わ
せ
た
よ
う
な
作
り
で
、
急
勾
配

の
茅
葺
き
屋
根
が
特
徴
の
住
居
で
す
。

　

白
川
郷
で
は
茅
葺
家
屋
の
屋
根
の
葺
き
替

え
は
、
村
を
あ
げ
て
組
織
的
に
行
っ
て
い
ま

す
。
人
々
が
力
を
合
わ
せ
扶
け
合
う
「
結
」

が
あ
れ
ば
こ
そ
、
合
掌
造
り
集
落
も
存
在
し

て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
し
ょ

う
。

　

こ
の
共
同
の
葺
き
替
え
は
、
自
然
と
共
に

生
き
る
昔
な
が
ら
の
生
活
の
知
恵
を
垣
間
見

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
人
の
「
つ
な

が
り
」
や
「
絆
」
を
確
か
め
合
う
こ
と
の
で

き
る
、
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

写真提供：岐阜県白川村役場

写真提供：岐阜県白川村役場



東 京 本 社 〒104-8104 東 京 都 中 央 区 銀 座 1 - 1 0 - 1 	 ☎03-3562-3611

九州事務所 〒810-0021	 福岡県福岡市中央区今泉 1-12-8 ☎092-712-8305

法 研 関 西 〒530-0045	 大阪府大阪市北区天神西町 8-19	 ☎06-6364-1884

法 研 中 部 〒460-0002	 愛知県名古屋市中区丸の内3-7-19	 ☎052-962-5821

廃止廃止

2024年12月２日
保険証

保険証廃止!?

大丈夫かな…

心配しないで、
マイナ保険証は

とっても便利だよ！

従来の保険証は2024年12月2日に廃止され、

マイナ保険証での受診が基本となりました。

すでにお持ちの保険証は廃止後１年間使用できますが、
紛失や転職時にも新規発行・再発行ができません。

マイナ保険証はメリットがたくさんあります。
ぜひ早めの切り替えをお願いいたします。

マイナ保険証

使ってね！

が

基基
本本
に
な
り
ま
し
た

みんな、どうしているの？

法研の事業・サービスのご案内

今シーズンを乗りきる！
冬の感染症予防＆ケア

マイナ保険証が
基本になりました

体裁：Ａ４判　総 16 頁
定価：本体 250 円＋税

体裁：Ａ４判　総４頁
定価：本体 60 円＋税

新刊

新刊 新刊

新刊

みんな、どうしているの？
子どもの病気やけが

新刊

新刊

体裁：Ａ４判　総 16 頁
定価：本体 450 円＋税

介護はある日、
突然に !?

２
０
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4
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発
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今シーズンを乗りきる！

インフルエンザ

臨時増刊

指導■川崎市健康安全研究所 参与

岡
おか

部
べ

  信
のぶ

彦
ひこ

 先生

RSウイルス感
染症

新型コロナウイ
ルス感染症

溶連菌感染症

冬の感染症
&予防 ケア

体裁：Ａ４判　総 16 頁
定価：本体 450 円＋税

女性の健康ガイド
（理解度チェックつき）

女性の健康は、生涯にわたり
女性ホルモンの影響を大いに受けています。
女性特有の心身の変化について知ることで、
もっと健康に自分らしく快適に過ごせるでしょう。
また、女性の健康について知ることは、
一緒に働く仲間や、家族、友人を
理解することにもつながります。

○○○○○○○○○健康保険組合

体裁：Ａ４判　総４頁
定価：本体 100 円＋税
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